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序
章
（
九
十
四
巻
四
号
）

第
一
章
憲
法
二
四
条
成
立
過
程
と
民
法
・
戸
籍
法
上
の
「
家
」
制
度

（
第
六
節
ま
で
第
一
款
ま
で
九
十
五
巻
二
号
、
四
号
。
第
七
節
「
小

括
」
は
百
一
巻
三
号
）

第
二
章
民
法
改
正
過
程

’
１
戸
籍
法
改
正
過
程
に
先
行
し
た
民
法
上
の
「
家
」
廃
止
方

針
決
定
の
予
備
的
考
察
Ｉ
（
以
上
百
一
巻
三
号
、
四
号
）

第
三
章
戸
繍
法
改
正
過
程
の
諸
段
階

序

（
１
）
戸
識
法
改
正
過
膿
の
全
体
像

（
２
）
主
要
改
正
点
の
要
約

（
３
）
研
究
史
上
の
問
題
点

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
田
）

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）

「
家
」
の
廃
止
を
中
心
と
し
て
Ｉ

第
一
節
人
口
動
態
統
計
の
精
密
化
を
め
ぐ
る
戸
籍
法
改
正
過
程

ｌ
改
正
過
程
二
）
一
九
四
六
年
三
月
’
一
○
月

（
１
）
内
閣
官
房
統
計
局
「
人
口
動
態
統
計
（
改
善
）
に
関
す
る
委
員

〈
云
」

（
２
）
司
法
省
民
事
局
「
戸
籍
委
員
会
」

（
３
）
厚
生
省

「
公
衆
衛
生
に
関
す
る
委
員
会
」

第
二
節
改
正
初
案
ｌ
改
正
過
膿
（
二
）
一
九
四
六
年
七
月

第
三
節
改
正
要
綱
案
と
そ
の
成
立

‐
改
正
過
程
（
三
）
一
九
四
六
年
九
月

（
以
上
両
三
巻
四
号
）

第
四
節
改
正
草
案
条
文
起
草

ｌ
改
正
過
程
（
川
）
一
九
四
六
年
九
月
’
四
七
年
七
月

和
田
幹
彦
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第
一
款
条
文
起
草
の
基
礎
方
針

（
他
）

主
に
「
家
」
制
度
廃
止
に
伴
う
一
戸
籍
法
改
正
過
程
中
、
’
九
四
六
年
九
月
’
四
七
年
一
一
月
に
亙
る
時
期
に
は
、
我
妻
、
来
栖
な
ど
の

起
草
委
員
・
幹
事
の
み
な
ら
ず
、
司
法
省
民
事
局
、
就
中
戸
籍
実
務
・
制
度
自
体
を
担
当
す
る
第
二
課
が
（
事
務
局
・
事
務
方
の
役
割
を

担
い
つ
つ
）
主
導
的
に
条
文
起
草
・
草
案
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
（
起
草
過
程
の
ご
く
初
期
、
四
六
年
九
月
の
み
が
例
外
で
あ
る
。
）
全
体

を
傭
職
す
れ
ば
、
学
者
の
委
員
・
幹
事
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
必
要
に
応
じ
（
例
え
ば
民
事
第
二
課
に
助
言
を
求
め
ら
れ
）
、
随
時
改
正

第
三
章
戸
籍
法
改
正
過
程
の
諸
段
階
（
承
前
）

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

第
五
節
草
案
を
め
ぐ
る
司
法
省
と
Ｇ
Ｓ
の
会
談

ｌ
改
正
過
程
（
五
）
’
九
四
七
年
八
月
二
一
月

第
六
節
国
会
審
議
と
改
正
戸
籍
法
・
戸
籍
法
施
行
規
則
の
成
立

ｌ
改
正
過
程
（
六
）
一
九
凶
七
年
二
月
’
’
二
月

（
以
上
、
本
号
）

第
四
節
改
正
草
案
条
文
起
草
ｌ
改
正
過
程
（
四
）
一
九
四
六
年
九
月
’
四
七
年
七
肥

結
章

第
四
章

第
五
章

一一

一
‐
家
」
制
度
廃
止
を
起
因
と
す
る
戸
籍
法
改
正

人
口
動
態
統
計
の
精
密
化
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
起
因
と
す

る
戸
籍
法
改
正
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四
六
年
七
月
の
前
述
の
草
案
を
除
き
、
条
文
起
草
が
史
料
に
現
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
同
年
九
月
一
二
日
か
ら
一
七
日
ま
で
、
熱
海
で
堀

（
御
）

内
・
長
野
・
村
上
に
よ
り
、
｜
戸
籍
法
改
正
幹
事
案
（
と
家
事
審
判
法
要
綱
案
の
双
方
）
が
作
成
さ
れ
た
、
と
い
う
時
点
で
あ
る
（
『
経
過
」

七
四
頁
我
妻
発
言
、
同
二
○
五
頁
）
。
前
述
の
通
り
、
戸
籍
法
改
正
要
綱
が
手
続
上
最
終
決
定
し
た
の
は
あ
く
ま
で
同
一
○
月
一
一
四
日
で

あ
っ
た
が
、
起
草
委
員
会
（
そ
し
て
、
後
に
は
民
事
第
二
課
）
は
、
九
月
二
日
の
要
綱
内
容
が
そ
の
後
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
、
と
の
前

（
“
）
 

（
“
）
 

提
で
条
文
起
草
作
業
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
無
論
、
新
憲
法
施
一
汀
ま
で
に
民
法
・
一
戸
籍
法
改
正
を
終
え
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
時
間
的
制
約
に
促
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

司
法
省
民
事
局
第
二
課
（
起
草
過
程
後
半
は
課
長
）
青
木
義
人
の
名
は
こ
こ
で
は
ま
だ
挙
が
っ
て
お
ら
ず
、
彼
が
条
文
化
作
業
を
引
き

継
ぎ
、
起
草
作
業
を
主
導
す
る
様
に
な
る
の
は
、
こ
の
熱
海
で
の
作
業
の
後
、
九
月
一
八
日
以
降
で
あ
ろ
う
（
以
下
、
「
戸
籍
法
／
座
談

会
Ⅱ
」
四
○
頁
。
本
文
、
注
と
も
「
」
内
の
典
拠
の
略
語
は
、
本
拙
稿
・
法
学
志
林
・
九
四
巻
・
四
号
、
六
○
頁
の
略
語
表
参
照
）
。

（
“
）
 

過
程
に
参
画
し
た
様
子
８
℃
窺
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
四
章
で
見
る
個
別
の
改
正
点
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

青
木
戸
籍
法
の
改
正
要
綱
を
つ
く
る
段
階
の
こ
ろ
は
、
二
課
は
［
…
］
［
別
件
で
忙
し
く
］
民
法
関
係
の
臨
時
調
査
会
が
戸
籍

法
の
改
正
要
綱
を
作
成
さ
れ
る
の
に
ほ
と
ん
ど
タ
ッ
チ
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
要
綱
が
で
き
て
、
さ
て
と
な

っ
た
ら
、
こ
れ
は
二
課
が
担
当
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
［
…
］
戸
籍
法
改
正
の
条
文
化
は
お
ま
え
が
や
れ
と
、
こ
う
な
っ
た
。
［
…
］

そ
の
前
も
と
き
ど
き
［
…
］
意
見
は
求
め
ら
れ
て
は
い
ま
し
た
け
ど
、
積
極
的
に
要
綱
づ
く
り
に
タ
ッ
チ
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、

そ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
あ
ま
り
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
い
な
い
ん
で
す
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
田
）

一一一
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青
木
は
、
大
ま
か
な
基
本
方
針
を
掲
げ
た
戸
籍
法
改
正
要
綱
を
基
に
、
要
綱
の
個
別
項
目
を
条
文
化
し
て
い
っ
た
訳
で
あ
る
（
「
戸
籍

法
／
座
談
会
ｌ
」
四
四
頁
、
以
下
’
四
四
頁
、
と
略
）
。
当
時
、
色
々
議
論
を
し
、
ア
イ
デ
ア
も
出
た
が
、
結
局
以
下
の
方
針
と
な
っ
た
、

と
説
明
す
る
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
九
頁
、
以
下
Ⅱ
三
九
頁
、
と
略
）
。

（
１
）
民
法
同
様
、
戸
繍
法
も
最
初
か
ら
「
家
」
廃
止
の
方
針
（
’
四
四
頁
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
家
の
廃
止
に
伴
い
直
接
に
必
要

な
最
小
限
度
の
改
正
は
や
む
を
え
な
い
が
、
差
し
当
た
り
こ
れ
に
と
ど
め
る
の
を
基
本
的
方
針
と
し
た
（
’
四
四
、
Ⅱ
三
九
頁
）
。
よ
っ

て
、
家
と
戸
籍
が
一
緒
の
如
く
に
し
て
、
手
当
を
最
小
に
し
た
（
－
四
四
頁
）
。

（
、
）

（
２
）
雄
本
的
に
従
前
の
建
前
を
維
持
し
（
Ⅲ
一
二
九
頁
）
、
そ
の
時
の
思
い
つ
き
で
変
更
は
し
な
い
（
’
四
四
頁
）
。

（
２
）
雄
本
的
に
従
前

そ
の
理
由
と
し
て
は
、

こ
こ
で
、
青
木
の
事
後
的
な
言
に
依
拠
し
つ
つ
、
民
事
二
課
に
於
け
る
起
草
作
業
の
基
本
方
針
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

①
従
来
の
戸
溌
制
度
は
非
常
に
完
備
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
の
継
続
性
を
重
視
し
た
（
’
四
四
頁
）
。

②
一
国
全
体
の
戸
籍
制
度
を
担
当
す
る
司
法
省
民
事
局
第
二
課
に
は
実
務
を
執
る
側
の
責
任
が
あ
り
（
Ⅱ
三
九
頁
）
、
改
正
後
の

第
一
線
実
務
の
混
乱
・
負
担
回
避
が
「
一
番
念
頭
」
（
Ⅲ
三
九
頁
）
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
従
来
の
取
り
扱
い
を
余
り
に
大
き

く
は
転
回
し
な
い
（
’
四
四
、
Ⅱ
三
九
頁
）
。

法
学
志
休
箙
一
○
四
巻
第
二
号

1１ 
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鋪
二
款
改
正
草
案
史
料
に
つ
い
て

戦
後
の
戸
籍
法
改
正
諸
草
案
は
そ
の
多
く
が
公
刊
・
発
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
法
務
省
法
務
図
書
館
の
公
開
立
法
史
料
中
に
も
含
ま

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
東
京
大
学
法
学
部
附
属
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
原
資
料
部
所
蔵
の
「
我
妻
柴
関
係
文
書
」
（
以
下
「
我

妻
文
壽
」
と
略
す
）
中
に
、
民
法
・
戸
籍
法
の
改
正
に
直
接
関
わ
っ
た
我
妻
の
手
持
ち
の
資
料
を
整
理
さ
れ
た
も
の
が
残
っ
て
お
り
、
そ

の
巾
に
戸
籍
法
改
正
草
案
が
六
案
（
部
分
的
草
案
も
含
め
れ
ば
八
案
）
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
改
正
過
程
中
の
諸
草
案
を
網
羅

加
え
て
「
我
妻
文
書
」
中
の
改
正
法
案
と
一
部
重
複
し
つ
つ
も
、
従
来
未
公
表
の
も
の
も
含
め
た
草
案
が
、
’
九
八
二
’
八
三
年
に

『
戸
籍
』
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
「
戸
籍
法
／
立
法
資
料
ｌ
Ⅱ
」
。
本
稿
冒
頭
の
略
語
表
を
見
よ
。
）
以
上
の
一
次
史
料
を
参
照
す
れ
ば
、

（
、
）

重
要
な
草
案
は
一
応
全
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
尚
、
「
一
Ｐ
籍
法
／
立
法
資
料
」
の
冒
頭
に
付
さ
れ
て
い
る
「
紹
介
」
は
、
草
案
の
解
説

（
、
）

で
あ
る
が
、
解
説
内
容
に
は
問
題
も
あ
る
の
で
、
幾
箇
所
か
で
「
紹
介
」
（
に
よ
る
草
案
整
理
上
の
見
解
）
と
し
て
引
用
・
批
判
し
た
。

以
上
が
青
木
の
語
る
条
文
起
草
基
本
方
針
の
要
約
で
あ
る
。
青
木
は
こ
う
し
た
方
針
に
従
い
、
条
文
化
は
手
数
を
か
け
ず
秋
に
や
り
上

げ
た
、
と
言
っ
て
い
る
（
’
四
四
頁
、
傍
線
和
田
、
以
下
同
様
）
。

し
て
い
る
。

（
冊
）

③
実
務
の
机
手
側
た
る
国
民
に
３
Ｄ
、
そ
の
全
員
に
直
結
す
る
制
度
ゆ
え
、
一
般
国
民
意
識
ｊ
」
遊
離
し
た
机
上
議
論
に
よ
る
過
度
の

（
的
）

改
正
は
、
従
来
の
考
え
に
な
じ
む
人
達
と
の
窓
口
の
接
触
上
、
問
題
が
生
じ
る
（
Ⅱ
一
二
九
頁
）
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
禰
法
改
正
過
栂
（
し
）
（
加
川
）

Ｃ
Ｌ
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①
第
１
次
草
案
（
既
公
表
）

一
九
四
六
年
七
月
二
○
日
付
（
幹
事
）
案
（
既
述
）
。

全
文
「
経
過
』
二
一
四
頁
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

圭ハ

第
三
款
各
草
案
成
立
過
程

次
に
、
各
草
案
成
立
過
程
を
見
よ
う
。
本
節
本
款
か
ら
次
の
第
五
節
に
亙
っ
て
、
国
会
提
出
前
ま
で
の
全
て
の
草
案
を
時
系
列
に
を
①

（
ね
）

ｌ
⑪
迄
配
列
し
、
各
々
に
つ
き
、
以
下
の
点
を
特
定
・
解
説
す
る
と
同
時
に
、
各
草
案
の
成
立
時
点
間
の
経
緯
を
、
順
次
述
べ
て
お
く
。

草
案
全
文
を
参
照
で
き
る
も
の
に
は
「
（
既
公
表
）
／
（
未
公
表
こ
の
別

参
照
で
き
な
い
草
案
に
は
「
（
未
見
）
／
（
未
発
見
こ
の
別

草
案
成
立
時
点
．
ま
た
は
草
案
文
書
記
載
の
日
付
（
「
何
月
何
日
付
」
と
し
て
示
す
）
と
根
拠
．
ま
た
は
典
拠
参
照
で
き
る
も
の

は
典
拠
と
し
た
一
次
史
料

股
後
に
、
成
立
前
後
の
状
況
の
概
説

尚
、
「
戸
籍
法
改
正
第
１
．
２
次
幹
事
案
」
の
み
、
時
系
列
に
な
が
ら
（
ａ
）
（
ｂ
）
と
し
て
表
記
し
た
。
（
前
注
参
照
）
。

（
ａ
）
第
１
次
幹
事
案
（
未
見
／
未
発
見
）

同
年
九
月
一
七
日
（
仮
定
ｌ
起
草
作
業
期
間
の
妓
終
剛
に
成
立
し
た
と
仮
定
す
る
）
。

九
月
一
二
’
一
七
日
に
か
け
、
熱
海
に
お
い
て
堀
内
・
長
野
・
村
上
が
作
成
（
前
述
）
。
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②
第
２
次
草
案
（
未
見
。
「
２
次
」
は
仮
定
、
（
ａ
）
（
ｂ
）
い
ず
れ
か
と
同
一
の
可
能
性
あ
り
］

同
年
一
○
月
一
八
日
よ
り
以
前
に
成
立
（
正
確
な
成
立
時
点
不
明
、
「
戸
籍
法
／
座
談
会
－
」
四
三
、
四
六
頁
に
拠
る
）
。

法
務
省
民
事
局
第
二
課
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
条
文
の
内
容
か
ら
見
て
、
そ
の
［
③
の
］
前
の
案
で
な
い

か
と
思
わ
れ
る
」
（
同
四
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
改
正
に
は
全
く
関
わ
っ
て
い
な
い
、
座
談
会
時
点
で
二
課
長
の

田
中
康
久
発
一
一
一
一
口
で
あ
る
。
続
い
て
同
頁
で
「
民
法
の
沼
津
草
案
［
四
六
年
八
月
一
一
・
二
○
日
付
、
『
経
過
」
三
○
○
頁
］
に
対
応
す
る

も
の
か
ど
う
か
は
、
も
う
少
し
く
わ
し
く
調
べ
て
見
な
い
と
何
と
も
い
え
な
い
」
と
、
田
中
に
よ
り
留
保
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
れ
ま
で

見
た
史
料
、
及
び
こ
の
座
談
会
中
、
更
に
後
の
方
の
青
木
を
初
め
と
す
る
直
接
関
係
者
の
発
言
に
よ
れ
ば
、

・
八
月
の
時
点
で
戸
籍
法
改
正
草
案
が
存
在
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
は
皆
無
。

．
「
戸
籍
法
／
立
法
資
料
－
」
も
、
「
［
九
月
一
一
川
の
戸
籍
法
改
正
］
要
綱
よ
り
前
の
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
［
…
］
次
の

［
③
］
一
○
月
一
八
日
付
戸
感
法
改
正
案
の
直
前
の
案
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
四
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

．
「
戸
籍
法
／
座
談
会
」
「
戸
籍
法
立
法
資
料
」
は
、
（
ａ
）
（
ｂ
）
の
幹
事
案
へ
の
言
及
が
皆
無
。

以
上
か
ら
、
（
ａ
）
（
ｂ
）
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
ｂ
）
第
２
次
幹
事
案
（
未
見
／
未
発
見
）

同
年
九
月
二
二
、
成
立
草
案
（
仮
定
ｌ
同
前
）
。

九
月
二
一
’
二
二
日
に
か
け
、
作
成
（
『
経
過
」
二
○
五
頁
）
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）
（
柧
川
）

七
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③
第
３
次
草
案
（
未
公
表
と
仮
定
す
る
）

同
年
一
○
月
一
八
日
付
草
案
（
「
一
Ｐ
籍
扶
／
座
談
会
－
」
四
三
、
四
六
頁
、
「
戸
籍
法
／
立
法
資
料
－
」
四
八
頁
）
。

全
文
我
妻
文
書
・
民
法
・
民
法
改
正
・
３
．
戸
瀞
法
改
正
案
・
Ｉ
．
「
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
祁
案
（
日
付
な
し
）
」
が
、
我

妻
文
書
に
綴
っ
て
あ
る
順
序
、
前
後
の
草
案
の
内
容
と
の
比
較
か
ら
「
戸
繍
法
／
座
談
会
－
」
の
こ
の
案
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
。
尤
も
、
こ
こ
に
綴
っ
て
あ
る
直
前
の
書
頬
が
「
九
月
」
と
の
記
救
が
あ
る
こ
と
、
手
書
き
で
あ
る
が
三
者
の
異
な
る
兼

跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
に
三
者
が
起
草
し
た
（
孔
）
（
ｂ
）
ど
ち
ら
か
の
可
能
性
も
あ
る
。
本
稿
で
は
内
容
上
の
特
定

を
優
先
さ
せ
た
が
、
日
付
が
な
い
だ
け
に
、
今
後
の
研
究
で
変
更
の
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
尚
、
次
の
本
文
の
「
戸
籍
法

／
立
法
資
料
－
」
に
日
付
が
あ
る
、
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
手
書
き
書
き
込
み
の
可
能
性
も
あ
り
、
本
稿
で
の
推
定
は
妨
げ
な
い
。

（
こ
れ
が
③
で
な
い
場
合
、
（
ａ
）
（
ｂ
）
い
ず
れ
か
、
乃
至
②
で
あ
り
、
③
は
未
公
表
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）

［
以
下
、
本
稿
で
我
妻
文
書
に
あ
る
戸
籍
法
改
正
草
案
に
つ
き
分
類
項
目
は
全
て
同
じ
な
の
で
、
「
民
法
・
民
法
改
正
・
３
．
戸

籍
法
改
正
案
」
の
部
分
を
省
略
し
、
我
妻
文
書
・
４
．
｜
「
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
、
の
よ
う
に
示
す
。
］

「
紹
介
」
に
拠
れ
ば
、
「
日
付
か
ら
見
て
、
民
法
の
山
中
草
案
［
同
日
付
、
『
経
過
』
三
○
一
頁
］
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

八

尚
、
こ
の
間
、
（
ｂ
）
案
の
九
月
二
一
一
日
か
ら
次
の
③
案
の
一
○
月
一
八
日
迄
に
、
九
月
一
一
一
一
一
’
三
○
日
に
山
中
で
起
草
委
員
会
が
行

わ
れ
、
委
員
・
幹
事
が
泊
ま
り
込
み
で
民
法
・
家
事
審
判
法
と
並
び
、
戸
籍
法
改
正
案
を
作
成
し
て
い
る
（
「
経
過
』
二
○
五
頁
）
。
更
に

（
渦
）

’
○
月
一
日
以
降
、
「
民
法
調
査
室
に
お
い
て
、
［
右
記
］
各
法
案
検
討
。
起
草
委
員
・
幹
事
随
時
参
加
」
し
て
い
る
（
同
頁
）
の
で
、
②

案
は
、
（
ａ
）
（
ｂ
）
の
成
立
以
降
、
こ
の
過
程
中
で
成
立
し
た
可
能
性
も
無
論
あ
る
。
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本
草
案
④
は
、
「
法
制
局
瀞
議
の
途
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
審
議
の
結
果
を
一
応
ま
と
め
た
も
の
」
（
青
木
、
同
四
七
頁
）
と
さ
れ
て
お
り
、

他
方
で
「
法
制
局
持
ち
込
み
案
」
で
は
な
い
か
（
川
巾
、
同
頁
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
戸
籍
法
審
議
が
「
一
二
月
半
ば
ぐ
ら
い

か
ら
」
と
い
う
青
木
の
言
（
四
四
頁
）
が
正
し
い
な
ら
ば
、
一
二
月
二
日
に
所
謂
「
民
法
改
正
第
４
次
案
」
が
作
成
さ
れ
四
日
か
ら
審
議

に
入
っ
て
い
る
例
に
徴
し
て
も
、
④
は
法
制
局
審
議
の
準
備
と
し
て
（
青
木
の
右
記
の
言
を
借
り
れ
ば
）
「
［
民
法
が
既
に
始
ま
っ
た
］
法

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
篇
法
改
正
過
樫
（
七
）
（
和
田
）

九

全
文
我
妻
文
書
・
民
法
・
民
法
改
正
，
３
．
戸
籍
法
改
正
案
・
６
．
「
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
Ｓ
，
Ⅲ
．
⑫
．
町
．
」

③
の
後
、
一
○
月
二
四
日
に
臨
時
法
制
調
査
会
で
民
法
改
正
要
綱
と
共
に
戸
籍
法
改
正
要
綱
が
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
同

日
よ
り
第
一
節
で
前
述
の
所
謂
「
戸
籍
委
員
会
」
が
開
催
さ
れ
、
様
式
の
改
正
関
係
を
審
議
し
て
い
る
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
ｌ
」
三
六

（
汎
）

頁
）
。
｜
戸
籍
委
員
会
で
は
改
正
草
案
の
起
草
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
一
二
月
四
日
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
、
内
閣
法
制
局
で
ま
ず
民
法
の
審
議
が
行
わ
れ
、
’
二
月
半
ば
か
ら
一
戸
籍
法
も
並
行

（
巧
）

審
議
が
行
わ
れ
た
。
法
制
局
側
は
今
技
と
鮫
島
、
司
法
省
側
は
民
法
が
小
沢
、
｜
戸
籍
法
が
青
木
で
あ
っ
た
。
一
Ｐ
籍
法
改
正
の
審
議
は
一
月

一
三
日
に
終
わ
る
が
、
五
月
三
日
の
新
憲
法
施
行
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
急
い
で
行
わ
れ
た
。
（
以
上
、
「
戸
籍
法
／
座
談
会
ｌ
」
四

頁
）
。

④
第
４
次
草
案
（
未
公
表
）

同
年
一
二
月
一
六
日
付
草
案
（
次
掲
我
妻
文
書
、
及
び
「
戸
繍
法
／
座
談
会
－
」
四
六
’
四
七
頁
、
「
戸
瀞
法
／
立
法
資
料
ｌ
」
四
八

案
は
、
［
⑤
］
の
案
と
若
干
字
句
を
異
に
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
」
（
同
「
戸
籍
法
／
立
法
資
料
ｌ
」
四
八
頁
）
。

四
頁
、
青
木
発
言
。
）
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⑤
第
５
次
草
案
（
既
公
表
．
但
し
左
記
の
一
月
二
○
日
付
け
の
草
案
文
書
自
体
は
未
公
表
）

一
九
四
七
年
一
月
一
五
日
付
草
案
（
「
戸
籍
法
立
法
資
料
ｌ
」
四
八
、
五
○
頁
、
「
戸
藩
法
／
座
談
会
－
」
四
七
頁
。
次
掲
我
妻
文
書
に

は
．
月
二
○
日
民
印
」
と
あ
る
。
す
ぐ
後
述
。
）

全
文
「
戸
繍
法
／
立
法
箇
料
－
」
五
○
’
五
六
頁
（
一
月
一
五
日
付
）
、
な
お
一
宇
一
句
同
一
の
草
案
が
我
妻
文
書
・
７
．
「
戸
繍
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
Ｓ
，
ｍ
、
ｌ
・
加
．
」
に
あ
る
。

前
述
の
法
制
局
の
審
議
が
一
月
一
三
日
に
終
わ
っ
た
の
を
整
理
し
て
タ
イ
プ
に
し
た
の
が
、
こ
の
⑤
草
案
で
あ
る
（
「
戸
藩
法
／
座
談（
両
〉

会
－
」
四
七
頁
、
青
木
）
。
ま
た
、
こ
の
後
二
月
四
日
に
こ
の
⑤
を
英
訳
し
た
も
の
を
Ｇ
Ｓ
に
届
け
て
い
る
（
同
四
四
’
四
五
頁
、
青
木
）
。

（
洲
）

同
一
草
案
が
、
日
付
を
進
一
え
て
「
民
印
」
と
し
て
存
在
す
る
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
こ
の
草
案
が
岐
初
に
成
立
し
た
の

は
一
月
一
五
日
で
あ
る
か
ら
、
先
行
し
た
日
付
を
基
準
と
し
た
。

「
紹
介
」
は
、
こ
の
⑤
案
に
つ
い
て
「
当
時
、
司
法
省
で
は
、
民
法
改
正
法
案
、
戸
鰭
法
改
正
法
案
を
国
会
に
提
出
す
べ
く
努
力
中
で

あ
り
、
こ
れ
は
法
制
局
の
審
査
を
終
え
た
案
で
あ
り
、
当
時
各
省
に
参
考
と
し
て
送
付
し
て
い
る
。
」
と
解
説
し
て
い
る
（
戸
繍
法
／
立

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
○

制
局
審
議
の
途
中
［
時
点
で
あ
る
一
二
月
一
六
日
］
で
、
そ
れ
ま
で
の
［
③
が
成
立
し
た
一
○
月
一
八
日
以
降
の
戸
鰯
法
に
関
す
る
、
及

び
一
二
月
四
日
以
降
の
法
制
局
辮
識
の
民
法
，
戸
繍
法
双
方
に
関
す
る
〕
審
議
の
結
果
を
一
応
ま
と
め
た
も
の
」
、
即
ち
「
法
制
局
持
ち

込
み
案
」
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

尚
、
「
紹
介
」
は
「
こ
の
案
は
、
各
省
に
参
考
と
し
て
送
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
案
に
つ
い
て
法
制
局
の
審
議
が
行
わ
れ
、
［
⑤
］

（
巧
）

と
し
て
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
（
。
Ｐ
籍
法
／
立
法
資
料
－
」
四
八
頁
）
。
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⑥
第
６
次
草
案
（
未
公
表
）

同
年
三
月
一
日
付
草
案
（
「
戸
繍
法
／
立
法
資
料
－
」
四
八
’
四
九
、
五
六
頁
、
「
戸
籍
法
／
座
談
会
ｌ
」
四
七
頁
）
。

全
文
「
戸
繍
法
／
立
法
資
料
－
」
五
六
’
五
八
頁
［
同
時
掲
峨
の
第
⑤
次
草
案
と
異
な
る
部
分
の
み
を
掲
戦
］
、
な
お

我
妻
文
書
・
９
．
「
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
日
付
な
し
）
は
、
右
草
案
と
一
宇
一
句
同
一
。

「
紹
介
」
は
⑥
に
つ
き
、
「
民
法
改
正
案
［
同
日
付
け
の
、
第
６
次
案
（
『
経
過
』
三
○
一
頁
）
］
と
共
に
、
憲
法
施
行
に
間
に
合
わ
せ
る

べ
く
準
備
さ
れ
た
案
で
あ
る
が
、
時
間
的
に
問
に
合
わ
ず
見
送
ら
れ
た
経
緯
に
あ
る
［
マ
マ
］
。
」
と
解
説
す
る
（
「
戸
籍
法
／
立
法
資
料

－
」
四
八
’
四
九
頁
）
。
民
法
第
６
次
案
が
「
起
草
委
員
の
一
応
の
結
論
と
も
い
う
べ
き
案
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
折
衝
に
入
る
前
の
最
終
の

案
で
あ
る
」
（
『
経
過
」
三
○
一
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
戸
籍
法
案
で
あ
ろ
う
。
三
月
初
旬
の
時
点
で

は
、
こ
の
民
法
案
・
戸
祷
法
案
が
、
三
月
頃
の
Ｇ
Ｓ
と
の
折
衝
会
談
を
経
て
、
一
一
一
月
末
に
終
わ
る
第
九
二
回
帝
国
議
会
に
提
出
・
成
立
の

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
廠
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
囚

一
一

（
わ
）

こ
の
後
、
二
月
八
日
に
民
法
・
戸
籍
法
改
正
要
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
「
い
よ
い
よ
司
令
部
［
Ｃ
ｓ
］
と
の
接

触
が
始
ま
っ
た
［
…
］
・
民
法
の
審
議
の
ほ
う
が
先
で
す
か
ら
、
そ
の
間
に
二
課
で
は
、
施
行
規
則
、
記
救
例
の
検
討
に
入
」
っ
た
。
二

月
一
二
’
二
二
日
ま
で
一
○
日
間
、
戸
籍
実
務
家
・
判
事
を
交
え
て
民
事
局
二
課
の
職
員
と
共
に
、
司
法
省
で
こ
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
二
月
二
六
日
以
降
は
青
木
自
身
が
病
気
の
た
め
、
自
宅
で
記
戦
例
の
全
体
の
整
理
を
行
っ
た
、
と
経
緯
を
語
っ
て
い
る
。
（
以
上
、

「
戸
籍
法
／
座
談
会
ｌ
」
四
五
頁
、
青
木
発
言
。
）

法
資
料
－
」
四
八
頁
）
。
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と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
注
等
の
法
案
審
査
を
優
先
し
て
い
た
Ｇ
Ｓ
は
、
三
月
五
日
に
、
司
法
省
の
関
係
者
を
呼
ん
で
、
民
法
・
戸
籍
法
の

み
な
ら
ず
、
刑
法
・
民
事
訴
訟
法
・
刑
事
訴
訟
法
等
の
審
議
を
予
定
通
り
新
憲
法
に
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
、
と
申
し

渡
し
た
（
「
経
過
」
一
二
頁
、
小
沢
発
一
一
一
一
川
、
及
び
「
戸
籍
法
／
座
談
会
ｌ
」
四
五
’
四
六
頁
、
青
木
発
言
）
。
こ
れ
を
受
け
て
司
法
省
民

事
局
は
民
法
に
つ
い
て
は
「
日
本
国
恵
決
の
施
行
に
伴
う
民
法
の
応
急
的
階
置
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
民
法
応
急
措
置
法
」
と
略
称
）

を
立
案
し
、
違
憲
状
態
の
回
避
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
三
月
六
’
九
日
に
起
草
委
員
会
は
開
か
ず
、
司
法
省
外
部
で
は
我
妻
に
相
談
し
た

（
帥
）

の
み
で
立
案
、
一
○
’
一
一
一
日
に
こ
れ
を
基
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
Ｇ
Ｓ
）
と
会
談
折
衝
、
一
一
一
一
日
に
閣
議
決
定
、
二
八
・
一
一
一
一
日
そ
れ
ぞ
れ
に
衆

（
別
）

議
院
・
貴
族
院
本
会
議
で
可
決
し
て
い
る
（
『
経
過
」
一
一
一
’
一
一
二
頁
）
。

一
方
、
戸
籍
法
に
つ
い
て
は
、
結
果
か
ら
い
え
ば
何
も
法
改
正
は
行
わ
れ
ず
、
通
達
一
本
で
の
対
応
が
図
ら
れ
た
。

当
初
、
青
木
は
戸
籍
法
に
つ
い
て
は
民
法
応
急
措
髄
法
の
よ
う
な
も
の
で
は
、
「
戸
薇
の
実
務
の
ほ
う
は
〔
…
〕
ご
ま
か
せ
」
な
い
、

と
民
法
調
査
室
主
任
小
沢
に
「
食
い
つ
」
い
た
、
し
か
し
「
も
う
幾
ら
言
っ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
」
だ
っ
た
と
、
状
況
を
回
顧
し
て
い

（
樋
）

る
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
－
」
四
五
’
四
六
頁
）
。
そ
の
後
、
一
一
一
月
一
○
日
の
Ｇ
Ｓ
の
オ
プ
ラ
ー
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
と
の
会
談
に
、
司
法
次

官
、
奥
野
民
事
局
長
を
先
頭
と
す
る
司
法
省
の
代
表
と
同
行
し
た
青
木
が
、
以
下
の
経
緯
を
語
っ
て
い
る
（
同
前
同
箇
所
）
。

法
》
韮
心
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

上
、
五
月
三
日
の
憲
法
施
行
と
同
時
に
発
効
す
る
》
丁
定
で
あ
っ
た
（
同
一
一
一
頁
も
参
照
）
。

青
木
［
…
］
戸
籍
に
つ
い
て
は
政
令
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
を
［
民
法
］
応
急
措
置
法
に
一
本
入
れ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
要
求
を
［
Ｇ
Ｓ
に
］
出
し
た
ん
で
す
。
戸
瀞
の
扱
い
に
つ
い
て
政
令
で
決
め
て
い
け
ば
、
か
な
り
根
拠
の
あ
る
処
置

Hosei University Repository



そ
の
通
達
が
、
言
及
す
べ
き
問
題
が
多
く
「
長
い
こ
と
で
有
名
に
な
っ
た
」
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
ｌ
」
四
六
頁
）
と
い
う
、
「
民
法
の

（
師
）

応
急
的
措
置
に
伴
う
一
Ｐ
籍
の
取
扱
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
十
二
年
年
四
Ⅱ
十
六
日
民
事
印
第
三
百
十
七
号
通
達
）
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

三
月
三
一
日
の
民
法
応
急
措
置
法
の
成
立
と
ほ
ぼ
同
時
に
起
案
が
進
め
ら
れ
、
四
月
二
日
に
最
終
案
作
成
、
四
月
四
日
に
奥
野
局
長
に
報

告
、
局
議
で
原
案
通
り
決
定
、
一
六
日
付
の
通
達
で
、
一
九
日
に
全
国
発
送
と
な
っ
た
。
青
木
は
、
「
こ
の
通
達
は
、
市
町
村
の
第
一
線

の
人
達
に
新
憲
法
施
行
と
同
時
に
運
用
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
、
そ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
余
裕
と
期
間
が

欲
し
か
っ
た
わ
け
だ
け
だ
け
ど
、
懲
法
施
行
日
は
不
動
で
す
か
ら
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
し
た
。
［
…
］
そ
し
て
四
月
二
十
八
日
に
裁

判
所
の
民
事
実
務
家
会
同
を
開
い
て
、
説
明
を
し
、
そ
れ
を
ま
た
市
町
村
に
伝
え
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
新
憲
法
の
施
行
を
迎
え
た
」

と
こ
の
間
の
事
怖
を
説
明
し
て
い
る
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
－
」
四
六
頁
）
。

新
憲
法
の
施
行
後
の
、
民
法
応
急
措
置
法
と
前
記
通
達
に
よ
る
戸
籍
処
理
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

戦
後
占
緬
期
の
比
法
・
戸
濡
法
改
正
過
根
（
七
）
（
和
川
）

一一一一

（
柵
）

そ
し
て
、
民
事
局
で
は
、
｜
Ｐ
籍
法
に
関
す
る
「
応
急
処
置
に
関
す
る
政
令
案
」
も
「
一
応
つ
く
っ
て
」
い
た
。

と
こ
ろ
が
あ
く
る
日
の
三
月
十
一
日
に
司
令
部
［
Ｇ
Ｓ
］
か
ら
、
あ
れ
は
だ
め
だ
、
政
令
で
規
定
す
る
こ
と
は
ま
か
り
な
ら
ん
と
。

（
副
）

［
：
。
］
司
令
部
で
は
、
政
令
に
し
て
何
を
書
か
れ
る
か
わ
か
ら
ん
と
い
う
不
信
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
［
…
］
と
う
と
う
通

（
鋼
）

達
だ
け
で
や
る
ほ
か
し
ょ
う
が
な
い
と
観
念
し
ま
し
て
、
通
達
の
起
案
に
と
り
か
か
り
ま
し
た
。
［
：
．
］

が
で
き
る
か
ら
で
す
。
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（
師
）

遜
法
施
行
後
、
五
画
川
一
二
日
か
ら
七
月
七
日
に
か
け
て
、
ま
ず
民
法
に
関
す
る
Ｇ
Ｓ
と
司
法
省
の
折
衝
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
並

行
し
て
、
六
月
初
め
か
ら
我
妻
、
来
栖
、
長
野
、
村
上
の
起
草
委
員
・
幹
事
を
「
局
識
」
〔
民
事
局
の
会
議
の
こ
と
か
？
〕
に
呼
ん
で
民

法
箪
案
の
見
直
し
作
業
が
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
が
七
月
初
め
頃
に
は
終
了
し
、
続
い
て
戸
繍
法
に
つ
き
七
月
八

日
以
降
に
（
間
近
に
控
え
た
Ｇ
Ｓ
と
の
折
衝
の
準
備
も
兼
ね
て
で
あ
ろ
う
）
同
種
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（
以
上
、
「
戸
繍
法
／
座
談

会
Ⅱ
」
三
一
頁
、
青
木
発
言
に
拠
る
。
）

（
１
）
応
急
措
腫
法
下
、
戸
籍
法
の
手
当
て
と
し
て
は
、
「
家
」
と
い
う
の
を
「
戸
藤
」
に
極
き
か
え
て
い
る
。
民
法
上
の
「
家
」

が
あ
っ
た
当
時
は
、
例
え
ば
婚
姻
に
よ
っ
て
女
が
男
の
「
家
」
に
入
っ
て
い
た
の
を
、
応
急
措
趣
法
下
で
は
、
女
が
男
の
「
戸

獅
」
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
処
理
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
家
」
は
な
く
な
っ
た
が
「
戸
緋
」
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
た

め
、
い
わ
ば
「
代
用
」
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
目
を
付
け
た
司
法
省
（
青
木
）
の
対
策
で
あ
っ
た
。

（
２
）
従
来
婚
姻
に
よ
っ
て
戸
籍
が
変
動
し
て
い
た
の
は
同
様
に
認
め
て
い
く
が
、
引
取
人
籍
と
か
親
族
入
籍
と
い
う
の
は
応
急

措
置
法
下
で
は
認
め
な
い
。

（
３
）
以
上
総
括
す
れ
ば
、
通
達
で
は
最
小
限
度
の
手
当
を
す
る
に
と
ど
ま
り
、
応
急
措
置
法
に
従
っ
て
、
「
家
」
・
「
戸
主
」
の
関

係
は
全
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
戸
籍
の
出
入
り
は
旧
法
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
家
」
が
あ
る
が
ゆ
え
の
戸
籍
の

出
入
り
の
原
因
は
な
く
な
っ
て
、
身
分
行
為
に
よ
る
あ
る
一
定
の
も
の
は
残
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
以
上
に
つ
い
て
は
、
「
戸
繍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
○
頁
、
島
野
、
青
木
、
小
俣
発
言
も
参
照
）

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

－ 

１m 
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⑦
第
７
次
草
案
（
未
公
表
）

同
年
六
月
三
○
日
付
草
案

全
文
我
妻
文
書
・
皿
．
「
戸
籍
法
改
正
案
の
修
正
案
Ｓ
・
躯
．
６
．
釦
」
（
こ
の
日
付
で
「
民
印
」
と
あ
る
）

日
付
か
ら
、
前
記
四
起
草
委
員
・
幹
事
を
含
め
た
見
直
し
作
業
の
基
と
な
っ
た
草
案
だ
と
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。
（
こ
れ
に
は
「
民

印
」
と
あ
り
、
民
事
局
の
正
規
書
類
と
思
わ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
戸
籍
法
／
座
談
会
・
立
法
資
料
」
に
全
く
言
及
が
な
い
の
は
不
可

思
議
で
あ
る
）
。

こ
の
間
、
懲
法
施
行
後
の
総
選
挙
の
結
果
、
六
月
一
日
に
片
山
内
閣
が
成
立
、
同
一
二
日
に
内
閣
官
房
を
通
し
て
、
民
法
を
口
語
体

（
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
）
に
書
き
換
え
る
、
と
い
う
片
山
総
理
直
々
の
指
示
が
伝
え
ら
れ
た
。
片
山
総
理
は
法
律
家
で
民
法
に
も
関
心

（
郷
）

が
あ
り
、
国
民
に
一
番
密
藩
し
て
い
る
民
法
が
文
語
体
な
の
は
お
か
し
い
、
惑
法
に
倣
っ
て
口
諏
晒
体
に
す
る
べ
き
、
と
い
う
事
で
あ
り
、

六
月
二
四
日
の
所
謂
民
法
改
正
第
７
次
案
か
ら
口
語
体
に
な
っ
て
い
る
（
『
経
過
』
一
○
九
、
三
○
二
頁
も
参
照
）
。
戸
新
法
に
つ
い
て
は
、

当
初
は
民
法
と
は
別
、
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
が
、
民
法
と
同
じ
く
戸
縦
法
も
口
語
体
に
す
べ
き
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
後
の
七
月
二

七
日
か
ら
内
閣
法
制
局
で
鮫
島
法
制
局
事
務
官
（
当
時
）
と
一
緒
に
、
口
語
体
へ
の
書
き
直
し
作
業
を
行
う
こ
と
に
な
る
（
以
上
、
同
前

三
二
頁
、
青
木
）
。

（
Ｃ
）
「
分
繍
」
案
（
米
公
表
）

成
立
時
点
は
確
定
不
可
能
な
が
ら
、
内
容
上
⑦
と
⑨
の
間
、
六
月
三
○
日
’
七
月
三
○
日
の
間
と
思
わ
れ
る
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
爾
法
改
正
過
膿
（
七
）
（
訓
川
）

一

Ji： 
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⑧
第
８
次
草
案
（
未
見
）

同
年
七
月
二
一
日
付
草
案
（
「
戸
繍
法
／
立
法
資
料
Ⅱ
」
四
二
頁
、
「
戸
締
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
一
’
三
一
一
頁
）
。

こ
の
草
案
は
参
照
で
き
な
い
が
、
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
見
解
が
分
か
れ
よ
う
。

前
後
の
経
過
を
見
る
と
、
七
月
八
、
一
一
、
｜
五
日
等
に
、
我
妻
、
来
栖
、
長
野
、
村
上
を
含
め
て
の
見
直
し
作
業
を
三
、
四
回
や
っ

て
お
り
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
川
」
三
一
頁
、
青
木
発
言
）
、
そ
の
後
七
月
二
七
日
か
ら
内
閣
法
制
局
で
再
び
審
議
を
行
っ
て
い
る
（
青
木
、

同
三
二
頁
）
。
本
草
案
⑧
は
七
月
二
一
日
と
い
う
日
付
か
ら
、
直
前
の
右
記
四
委
員
・
幹
事
を
含
む
「
見
直
し
作
業
」
の
産
物
で
あ
る
可

能
性
の
有
無
が
ま
ず
争
わ
れ
る
。
内
閣
法
制
局
へ
持
ち
込
ん
だ
（
青
木
、
同
同
頁
）
の
は
砿
か
で
あ
ろ
う
。

「
紹
介
」
に
よ
れ
ば
（
「
戸
廠
法
／
立
法
資
料
Ⅱ
」
四
二
頁
、
以
下
「
紹
介
」
に
つ
き
同
箇
所
）
⑧
の
内
容
は
、
（
ァ
）
（
ィ
）
の
通
り
。

（
ア
）
本
草
案
⑧
は
、
時
期
的
に
は
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
内
容
は
ほ
ぼ
〔
⑤
］
の
［
…
］
一
月
一
五
日
付
案
と
同
じ
」

法
学
志
休
輔
一
○
四
巻
鋪
二
号

一
一
ハ

全
文
我
妻
文
譜
・
５
．
「
改
正
案
（
谷
群
紬
）
」
（
日
付
の
記
救
無
し
）

ｎ
輪
の
み
に
関
す
る
僅
か
三
枚
の
案
で
、
文
語
体
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
内
容
上
は
⑦
の
一
部
を
削
除
し
て
お
り
、
⑨
と
同
一
で
あ
る

こ
と
か
ら
（
第
四
章
・
第
一
節
・
第
二
款
（
２
）
参
照
）
、
時
期
的
に
は
こ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
（
尚
、
条
文
の
数
か
ら
見
て
、
こ
の

短
い
案
が
次
の
⑧
に
該
当
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
）

（
ｚ
本
草
案
⑧
は
、

で
あ
り
、
か
つ

（
イ
）
木

一
方
で
、

（
的
）

本
草
案
⑧
に
は
所
訓
「
引
取
一
入
籍
」
が
あ
る
。
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木
の
言
（
「
戸
籍
法
／
廊

性
は
低
い
こ
と
に
な
る
。

（
Ⅱ
）
し
か
し
、
本
稿
で
既
に
検
討
し
た
通
り
、
起
草
委
員
・
幹
事
に
よ
っ
て
も
民
法
で
削
除
し
た
内
容
を
戸
籍
法
に
盛
り
込
む
こ
と

が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
（
ｉ
）
と
は
断
定
で
き
な
い
。
即
ち
、
（
ウ
）
で
六
月
二
四
日
に
民
法
上
「
引

取
人
簸
」
を
削
除
し
た
か
ら
こ
そ
、
四
委
員
・
幹
平
は
（
イ
）
の
通
り
七
月
二
一
日
に
戸
職
法
に
「
引
取
人
縮
」
を
入
れ
、
結
果
と
し
て

？
）
の
通
り
⑧
案
は
、
時
期
的
に
は
遡
る
⑤
案
と
同
じ
と
な
り
、
そ
の
⑧
案
を
法
制
局
に
持
ち
込
ん
で
検
討
し
た
結
果
、
結
局
戸
縦
法

か
ら
も
「
引
取
人
綴
」
を
削
除
す
る
、
⑨
案
と
な
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
場
合
⑧
案
は
、
「
民
法
の
内
容
の
戸
繍
法
へ
の
移
行
・
移
入
」
を
確
認
す
る
一
例
と
し
て
、
注
目
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。

（
・
１
）
（
Ｎ
）
い
ず
れ
か
雌
定
す
る
に
は
、
今
後
の
史
料
閲
魔
・
公
表
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
田
）

一
七

（
ウ
）
民
法
改
正
第
７
次
草
案
（
同
年
六
月
二
四
日
付
、
『
経
過
」
三
○
二
頁
）
で
は
既
に
「
引
取
人
厩
」
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
蛸
ま
え
、
水
草
案
⑧
の
位
世
付
け
は
、
（
ｉ
）
（
い
、
）
二
通
り
考
え
得
る
。

（
ｉ
）
「
紹
介
」
の
説
は
、
民
法
で
（
ゥ
）
に
も
拘
わ
ら
ず
戸
職
法
で
（
イ
）
で
あ
り
、
か
つ
（
ァ
）
の
時
系
列
逆
行
性
は
不
自
然
ゆ
え
、

本
草
案
⑧
は
「
［
内
閣
法
制
局
で
の
］
こ
の
検
討
の
資
料
と
さ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
」
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
民
法
第
７

次
案
で
の
「
引
取
人
綴
」
除
外
を
熟
知
し
て
い
た
四
委
員
・
幹
事
の
検
討
の
結
果
は
、
⑧
で
は
な
く
別
諜
峨
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
お
り
、

⑧
は
内
閣
法
制
局
審
議
で
、
こ
う
し
た
ス
ト
ッ
ク
も
含
め
た
新
し
い
案
の
た
め
の
受
け
皿
乃
至
「
参
考
資
料
に
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
」

と
考
え
る
べ
き
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
（
尤
も
、
「
紹
介
」
は
、
⑧
が
文
語
体
（
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
）
で
あ
る
こ
と
も
右
の
点
の
理

由
に
数
え
る
が
、
こ
れ
は
口
語
体
へ
の
書
き
直
し
案
を
⑧
の
七
月
二
一
日
よ
り
後
の
同
二
七
’
三
○
日
に
法
制
局
で
固
め
た
、
と
い
う
青

木
の
言
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅲ
」
三
二
頁
）
か
ら
し
て
、
理
由
に
な
ら
な
い
。
）
こ
の
場
合
、
「
紹
介
」
が
述
べ
る
通
り
、
⑧
案
の
重
要
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⑨
第
９
次
草
案
（
既
公
表
）

（
釦
）

同
年
七
月
一
一
一
○
日
成
立
草
案
（
「
戸
籍
法
／
立
法
資
料
Ⅱ
」
四
二
’
四
三
頁
、
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
一
一
頁
の
青
木
発
言
）
。

全
文
「
戸
籍
法
／
立
法
資
料
Ⅱ
」
四
三
’
六
二
頁
、
「
同
Ⅱ
補
遺
」
八
○
頁
。

本
草
案
⑨
は
、
⑦
か
ら
の
発
展
で
あ
り
、
七
月
八
、
二
、
一
五
日
等
に
、
我
妻
、
来
栖
、
長
野
、
村
上
を
含
め
て
の
見
直
し
作
業
を

一
一
一
、
四
回
行
い
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
一
頁
、
青
木
発
言
）
、
そ
の
後
七
月
二
七
日
か
ら
（
⑧
を
前
述
の
通
り
参
考
に
）
内
閣
法
制

局
で
鮫
島
法
制
局
事
務
官
（
当
時
）
と
一
緒
に
、
口
語
体
へ
の
書
き
直
し
も
含
め
審
議
を
行
っ
た
（
同
三
二
頁
）
結
果
固
め
た
案
で
、
口

語
体
（
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
）
で
あ
る
。

こ
の
⑨
草
案
が
、
Ｏ
Ｓ
と
の
折
衝
会
談
の
鑑
と
な
る
。
八
月
二
川
に
０
ｓ
ブ
レ
ィ
ク
モ
ァ
の
と
こ
ろ
に
、
⑨
の
日
本
語
原
文
を
、
兀
日

（
別
）

に
は
英
文
訳
を
届
け
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
一
二
二
頁
、
青
木
発
一
一
一
一
口
）
、
八
日
か
ら
の
Ｇ
Ｓ
と
の
折
衝
会
談
が
始
ま
る
。

⑨
か
ら
、
｜
⑪
｜
、
⑪
へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
こ
の
間
八
月
八
Ｕ
’
二
月
七
ｕ
に
亙
り
行
わ
れ
た
、
戸
籍
法
改
爪
案
に
関
す
る
司
法
省

と
Ｇ
Ｓ
の
会
談
の
概
要
を
ま
ず
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

足
掛
け
四
ヵ
月
、
計
十
六
回
に
及
ぶ
、
戸
籍
法
改
正
に
関
す
る
司
法
省
と
Ｇ
Ｓ
の
間
の
会
談
は
、
そ
の
出
席
者
、
そ
し
て
特
に
内
容
か

ら
、
以
下
の
通
り
四
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
節
草
案
を
め
ぐ
る
司
法
省
と
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
ｌ
改
正
過
程
（
五
）
一
九
四
七
年
八
月
’
二
月

法
学
志
休
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
八
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（
第
１
１
３
回
会
談
八
月
八
’
一
一
日
以
下
詳
細
「
戸
籍
法
／
会
談
録
」
三
六
’
四
二
頁
に
よ
る
。
尚
、
概
略
で
は
あ
る
が
Ｇ
Ｓ
側

の
史
料
（
や
や
二
次
的
と
な
る
が
）
と
し
て
プ
レ
イ
ク
モ
ァ
に
よ
る
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ａ
」
参
照
。
）

第
１
期
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
ａ
）
出
席
者
Ｏ
Ｓ
側
の
出
席
者
は
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
の
み
で
あ
る
。
尚
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
は
こ
の
第
１
期
終
了
直
後
の
休
暇
に
よ
る

（
蛇
）

本
国
帰
国
の
た
め
も
あ
り
、
そ
の
後
の
一
Ｐ
籍
法
改
正
の
内
容
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
様
で
あ
る
。

司
法
省
側
の
出
席
者
は
、
小
沢
民
事
局
事
務
官
（
第
１
、
３
回
の
み
）
、
長
谷
川
民
事
局
嘱
託
（
第
１
１
３
回
）
が
中
心
で
あ
り
、
当

初
司
法
省
が
戸
籍
法
改
正
に
つ
い
て
の
こ
の
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
を
さ
ほ
ど
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
（
因
み
に
、
民
法

改
正
法
案
に
関
す
る
Ｇ
Ｓ
と
の
第
１
回
会
談
（
同
年
五
月
一
二
日
）
で
は
、
Ｇ
Ｓ
の
出
席
者
は
同
じ
く
ブ
レ
ィ
ク
モ
ァ
の
み
で
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
司
法
省
側
は
、
小
沢
を
筆
頭
と
す
る
四
名
の
民
事
局
事
務
官
に
加
え
て
、
奥
野
民
事
局
長
が
出
席
す
る
労
を
と
っ
て
い
る
。
）

（
ｂ
）
内
容
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
は
本
人
の
気
付
く
範
囲
で
、
全
条
文
に
亙
り
、
司
法
省
に
質
問
し
、
か
つ
更
に
改
正
す
べ
き
点
を
指
摘

し
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
モ
ァ
に
よ
り
言
及
さ
れ
た
諸
点
は
、
そ
の
後
の
会
談
全
体
に
表
れ
る
主
要
点
を
ほ
ぼ
網
羅
（
戸
祷
の
閲
覧
公
開
原

則
へ
の
疑
問
、
及
び
外
国
人
と
の
結
婚
の
戸
籍
上
の
扱
い
と
い
う
重
要
な
二
点
を
除
い
て
）
し
て
お
り
、
三
回
の
会
談
と
い
う
短
い
時
間

に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｇ
Ｓ
の
見
地
か
ら
す
る
限
り
で
の
的
確
な
質
疑
・
指
摘
で
あ
る
。
（
こ
の
、
「
Ｇ
Ｓ
の
見
地
」
か
ら
の
戸
籍
法
改
正
の
全

体
像
把
握
の
限
界
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
次
章
で
後
述
す
る
。
）

こ
れ
ら
の
諸
点
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
項
目
だ
け
掲
げ
て
お
く
。
（
詳
細
は
次
章
で
論
ず
る
。
）

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
田
）

一
九

グー、

１ 
－〆

第
１ 

期
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（
２
）
第
２
期

（
鋪
４
１
６
回
会
談
八
月
一
三
’
二
○
日
以
下
詳
細
「
戸
籍
法
／
会
談
録
」
四
二
’
四
七
頁
に
よ
る
。
尚
、
概
略
で
あ
る
が
Ｏ
Ｓ
側

の
史
料
（
や
や
二
次
的
と
な
る
）
と
し
て
、
オ
プ
ラ
ー
に
よ
る
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｂ
」
参
照
。
）

第
２
期
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
ａ
）
出
席
者
Ｇ
Ｓ
側
の
出
席
者
は
、
重
要
な
会
談
で
は
オ
プ
ラ
ー
（
第
５
、
６
回
）
が
中
心
で
、
こ
の
二
回
の
会
談
で
も
マ
コ
ー

（
蛆
）

ミ
ッ
ク
が
同
席
（
出
席
第
４
１
６
回
）
し
て
い
る
が
、
記
録
上
発
一
一
弓
は
全
く
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
司
法
省
側
で
は
、
当
初
４
，
５
回
会
談
で
は
長
谷
川
民
事
局
嘱
託
が
筆
頭
で
あ
る
が
、
Ｇ
Ｓ
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
と

・
戸
籍
法
案
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
残
存
二
股
論
ｌ
個
別
的
に
は
以
下
が
具
体
例
と
な
る
）

・
戸
籍
編
製
原
理
の
静
的
側
面

個
人
別
編
製
の
是
非
・
可
否
、
三
世
代
戸
籍
徹
底
排
除
、
「
戸
籍
筆
頭
者
」
の
問
題

・
戸
籍
編
製
原
理
の
動
的
側
面

離
婚
復
氏
者
の
復
籍
・
新
戸
鰭
編
製
の
別
、
成
年
分
籍
権

・
戸
籍
編
製
原
理
以
外
の
重
要
問
題

戸
藩
改
製
の
時
限
上
の
問
題

・
統
計
・
警
察
目
的
上
の
戸
籍
制
度
の
あ
り
方

法
学
志
休
第
一
○
四
巻
第
二
号

一

一

○ 
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
第
６
回
、
八
月
二
○
日
同
四
七
頁
。
尚
、
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｂ
」
の
概
略
の
記
録
で
は
、
オ
プ
ラ
ー
自
身
は
問

題
列
挙
に
（
三
）
を
含
め
て
い
な
い
が
、
司
法
省
側
が
三
点
が
同
程
度
に
重
要
と
捉
え
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も

「
三
大
方
針
」
と
の
表
現
は
不
適
切
で
は
な
か
ろ
う
。
）

を
簡
潔
に
引
用
す
れ
ば
、

見
ら
れ
（
第
５
回
、
八
月
一
四
日
、
同
四
四
頁
）
、
第
６
回
会
談
に
は
、
佐
藤
司
法
事
務
次
官
、
奥
野
民
事
局
長
、
青
木
民
事
局
第
二
課

長
（
戸
籍
担
当
課
長
）
が
列
席
す
る
と
い
う
も
の
も
の
し
さ
で
あ
る
。

（
ｂ
）
内
容
オ
プ
ラ
ー
の
本
法
案
改
正
の
「
三
大
方
針
」
（
詳
細
後
述
）
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
れ
は
オ
プ
ラ
ー
の
言

内
容
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
こ
の
「
三
大
方
針
」
に
尽
き
、
一
点
（
第
５
回
、
八
月
一
四
日
、
同
四
三
頁
）
を
除
き
、
第
１
．
４
期
の
ご
と

き
細
か
い
論
点
は
一
切
出
て
き
て
い
な
い
。

（
以
下
詳
細
は
第
７
回
、
九
月
一
八
日
、
「
戸
籍
法
／
会
談
録
」
四
七
頁
、
及
び
８
１
Ⅲ
回
冒
頭
迄
、
一
○
月
二
’
四
日
、
同
四
七
’
四
八

戦
縢
汽
嶺
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
田
）

一
一
一

（
３
）
第
３
期

「
（
二
「
家
」
の
制
度
を
除
く
と
い
う
精
神
を
徹
底
す
る
こ
と
。

（
二
）
一
部
を
法
律
か
ら
削
除
し
て
、
法
律
を
簡
明
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
三
）
旧
戸
籍
を
新
戸
籍
に
切
り
か
え
る
期
限
の
制
限
を
つ
け
る
こ
と
。

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
解
決
し
な
け
れ
ば
、
会
談
し
て
も
む
だ
で
あ
る
。
」
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（
詳
細
は
第
、
回
（
除
く
冒
頭
）
ｌ
肥
回
、
一
○
月
四
日
（
除
く
冒
頭
）
’
二
月
七
日
、
「
戸
籍
法
／
会
談
録
」
四
八
’
五
五
頁
。
尚
、

第
３
期
と
同
じ
く
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｃ
」
も
参
照
。
）

第
４
期
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
ａ
）
出
席
者
Ｇ
Ｓ
側
は
ほ
ぼ
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
み
で
、
オ
プ
ラ
ー
は
、
国
籍
得
喪
・
入
国
制
限
の
件
で
第
旧
回
、
一
○
月
一
○
日

（
鯛
）

に
少
し
出
席
し
た
の
み
で
あ
る
。
但
し
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
緒
言
の
裏
に
、
オ
プ
ラ
ー
の
存
在
・
意
見
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

司
法
省
側
は
前
述
の
通
り
（
最
終
回
の
長
谷
川
氏
欠
席
を
除
き
）
第
３
期
と
同
じ
三
名
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一一一一

頁
。
尚
、
概
略
で
あ
る
が
Ｇ
Ｓ
側
の
史
料
（
や
や
二
次
的
と
な
る
）
と
し
て
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
よ
る
「
Ｇ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｃ
」
参
照
。
）

第
３
期
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
ａ
）
出
席
者
Ｏ
Ｓ
側
は
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
み
。
尚
、
九
月
一
八
日
の
第
７
回
会
談
後
、
区
役
所
の
戸
籍
係
の
事
務
を
現
場
見
学
を

（
例
）

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
オ
プ
ラ
ー
も
加
わ
っ
て
い
る
。

司
法
筒
側
は
、
第
３
１
４
期
を
通
じ
、
ほ
ぼ
全
て
青
木
民
事
局
第
二
課
長
、
長
谷
川
事
務
官
（
最
終
回
の
み
欠
席
）
、
外
一
名
〔
一
薗
橘

中
央
終
練
連
絡
官
（
書
記
役
か
）
］
計
三
名
で
あ
り
、
戸
籍
の
担
当
課
長
と
し
て
青
木
課
長
が
並
々
な
ら
ぬ
力
を
注
い
で
い
る
印
象
が
あ

る
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
三
’
一
一
一
四
頁
参
照
）
。

（
ｂ
）
内
容
マ
コ
ー
、
、
、
ツ
ク
自
身
の
、
戸
籍
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
、
そ
し
て
戸
籍
を
個
人
別
に
作
成
し
て
は
如
何
、
と
い
う
（
個

別
条
文
に
つ
い
て
で
は
な
い
）
根
本
的
問
題
意
識
二
点
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。

〆￣、

`１ 
，－〆

第
４ 

期
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以
上
の
会
談
を
通
し
て
、

⑩
第
皿
次
草
案
（
未
公
表
）

’
三
四
頁
）
。

（
ｂ
）
内
容
マ
コ
ー
、
、
、
ツ
ク
に
よ
る
逐
条
審
議
で
あ
り
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
自
身
が
次
の
重
要
な
二
点
を
初
め
て
指
摘
し
て
い
る
。
即

ち
、
閲
覧
に
関
し
戸
溌
簿
と
届
書
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
も
、
戸
籍
簿
目
‐
田
閲
覧
・
公
開
原
則
を
制
限
す
べ
き
こ
と
、
外
国
人
と

日
本
人
の
結
婚
の
戸
籍
上
の
扱
い
上
の
問
題
、
で
あ
る
。

最
後
に
口
頭
で
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
自
身
か
ら
法
案
に
「
ア
プ
ル
ー
バ
ル
｜
を
与
え
て
い
る
。

全
文
前
後
の
草
案
の
内
容
か
ら
の
推
定
に
よ
り
、
我
妻
文
書
．
Ⅱ
．
「
戸
籍
法
（
最
終
案
こ
（
日
付
は
な
い
）
が
、

（
卵
）

こ
の
案
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
（
根
拠
は
す
ぐ
後
述
）

同
年
九
月
九
日
Ｇ
Ｓ
提
出
草
案
（
厳
密
な
成
立
時
点
確
定
不
可
能
・
草
案
に
は
日
付
が
な
い
と
い
う
）
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
三

Ｇ
Ｓ
と
の
鋪
２
期
の
会
談
、
殊
に
既
述
の
八
月
二
○
日
の
「
三
大
方
針
」
を
受
け
て
後
、
第
３
期
に
至
る
経
緯
は
、

［
条
文
数
を
減
ら
す
た
め
に
］
当
方
の
内
部
で
も
ず
い
ぶ
ん
議
論
を
し
て
、
八
月
の
下
旬
ご
ろ
に
、
民
事
局
で
も
何
回
か
局
議

（
ｗ
）
 

を
開
い
て
固
め
、
八
月
の
終
り
に
法
制
局
に
持
ち
込
ん
だ
．
つ
え
で
整
理
し
た
条
文
を
九
月
九
日
に
Ｇ
刑
Ｑ
に
届
け
て
い
ま
す
ね
。

［
…
］
ぼ
く
の
手
帳
で
は
、
［
九
月
？
〕
十
二
日
ご
ろ
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
の
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
［
マ
マ
］
の
と
こ
ろ
へ
い

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
簸
法
改
正
過
穏
（
七
）
（
和
田
）

一一一一一

第
川
．
Ⅱ
次
草
案
（
⑩
⑪
）
が
成
立
し
て
い
る
。
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⑪
戸
籍
法
国
会
提
出
内
閣
草
案
（
既
公
表
）

同
年
一
一
月
一
三
日
成
立
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
四
頁
）
。

全
文
第
一
回
国
会
衆
議
院
私
法
委
員
会
議
録
第
五
十
七
号
昭
抓
二
十
二
年
十
一
月
二
十
日
。

⑩
を
難
に
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
を
続
け
、
「
一
○
月
二
日
ご
ろ
ま
で
［
…
］
の
交
渉
の
結
果
に
よ
る
条
文
の
修
正
に
つ
い
て
何
回
か
局
識

で
協
識
し
、
法
制
局
の
瀞
議
を
経
て
、
固
っ
た
案
を
ま
た
Ｇ
Ｓ
に
拠
出
す
る
と
い
う
過
曝
を
経
て
、
十
一
月
七
日
に
［
Ｇ
Ｓ
よ
り
〕
事
実

上
の
ア
プ
ル
ー
ブ
を
取
り
つ
け
、
一
三
日
に
は
正
式
の
ア
プ
ル
ー
ブ
を
受
け
て
、
直
ち
に
国
会
提
出
の
手
続
き
を
と
り
ま
し
た
」
（
青
木

発
言
、
「
戸
繍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
四
頁
）
と
い
う
の
が
、
こ
の
⑪
の
国
会
提
出
草
案
で
あ
る
。
（
尚
、
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
第
３
．
４
期
と
同

じ
く
、
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
き
概
略
は
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
よ
る
「
Ｏ
Ｓ
戸
籍
法
史
料
Ｃ
」
も
参
照
。
）

と
の
こ
と
で
あ
る
。
条
文
数
で
そ
れ
ま
で
⑨
の
段
階
で
（
附
則
を
除
き
）
一
六
九
条
あ
っ
た
も
の
を
、
一
二
五
条
へ
と
四
四
条
分
、
約
四

分
の
一
減
ら
し
た
の
が
、
水
草
案
⑩
で
あ
る
（
青
木
発
言
、
「
戸
締
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
三
三
’
三
四
頁
）
こ
れ
を
難
に
、
一
○
月
二
日
か

（
卿
）

ら
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
（
「
一
Ｐ
藩
法
／
会
談
録
」
四
七
頁
以
降
）
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
「
戸
濡
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
一
一
一
一
一
一
’
一
一
一
四
頁
）
。

右
記
我
妻
文
書
の
草
案
を
⑩
と
同
定
し
た
理
由
は
、
右
に
述
べ
た
⑩
の
特
徴
に
加
え
て
、
「
戸
籍
法
／
会
談
録
」
に
見
る
第
３
．
４
期

の
会
談
で
新
た
に
修
正
さ
れ
た
点
（
⑪
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
）
は
⑩
に
は
な
い
は
ず
で
あ
る
点
、
⑩
に
は
「
日
付
は
入
っ
て
お
り
ま
せ

ん
」
（
前
枇
参
照
）
と
い
う
点
、
等
に
同
文
書
の
草
案
が
悉
く
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

っ
て
ま
ず
［
…
］

二

四
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（
川
）

委
員
〈
室
修
正
通
り
可
決
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
一
二
月
九
ｍ

法
成
立
と
同
日
、
片
山
内
閣
一

第
六
節
国
会
審
議
と
改
正
戸
籍
法
・
戸
籍
法
施
行
規
則
の
成
立

ｌ
改
正
過
樫
一
六
）
一
九
四
七
年
一
一
’
一
二
月

国
会
で
の
審
議
過
程
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
”
）
 

先
ず
、
四
七
年
一
一
月
一
八
日
に
内
閣
か
ら
改
正
戸
籍
法
案
が
提
出
さ
れ
、
翌
一
九
日
に
は
衆
議
院
司
法
委
員
△
云
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

同
二
○
日
に
同
衆
議
院
司
法
委
員
会
審
議
で
奥
野
政
府
委
員
の
説
明
（
の
み
）
、
二
二
日
に
幾
何
か
の
活
発
な
質
疑
、
僅
か
な
討
論
を

（
川
）

径
、
総
員
起
立
、
全
く
五
一
致
原
案
の
通
り
可
決
し
て
い
る
。
引
き
続
き
一
一
八
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
は
、
衆
議
院
司
法
委
員
会
委
員
長

（
川
）

代
理
井
伊
誠
一
報
止
口
が
行
わ
れ
、
質
疑
・
討
論
は
全
く
な
く
、
起
立
多
数
原
案
通
り
可
決
し
た
。

参
議
院
で
も
一
部
同
時
並
行
で
審
議
が
行
わ
れ
た
。
二
月
二
五
日
に
参
議
院
司
法
委
員
会
で
奥
野
政
府
委
員
説
明
と
、
活
発
な
質
疑

が
行
わ
れ
、
日
を
お
い
て
一
二
月
四
日
に
質
疑
の
残
り
を
行
い
、
速
記
を
止
め
た
懇
談
の
後
一
点
修
正
（
Ｇ
Ｓ
の
意
向
を
汲
ん
で
削
除
さ

れ
て
い
た
戸
籍
簿
公
開
原
則
を
復
活
）
を
経
て
、
総
員
起
立
・
全
会
一
致
を
以
て
修
正
案
を
可
決
、
更
に
全
部
に
つ
い
て
総
員
起
立
・
全

（
腕
）

会
一
致
で
可
決
し
た
。
六
日
、
参
議
院
本
会
議
に
於
い
て
、
司
法
委
員
会
理
事
鈴
木
安
孝
報
坐
口
に
対
し
、
質
疑
・
討
論
な
く
総
員
起
立
で

次
節
で
、
こ
の
⑪
草
案
の
、
国
会
審
議
で
の
扱
い
を
見
る
。

け
、
一
二
月
九
日
、
衆
議
院
本
会
議
は
参
議
院
修
正
に
「
異
議
な
し
」
で
同
意
。
こ
こ
に
戸
藩
法
は
成
立
を
見
た
。
改
正
民

（
川
）

日
、
片
山
内
閣
下
の
第
一
回
国
〈
云
の
最
終
日
で
あ
っ
た
。

戦
後
占
緬
期
の
民
法
・
戸
溺
法
改
正
過
程
（
七
）
（
細
川
）

二
五
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戸
繍
法
施
行
規
川
は
、
結
局
戸
幡
法
成
立
以
後
二
十
日
余
り
を
経
て
、
昭
Ⅶ
二
十
二
年
［
一
九
四
七
年
］
十
二
月
二
十
九
日
司
法
省
省

（
服
）

令
第
九
十
四
号
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
施
行
規
則
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
Ｐ
簸
蕊
頭
者
と
の
関
迎
で
、
同
規
川
の
附
録
第
一
・
六
号
様

式
が
、
ま
た
順
に
出
生
・
婚
姻
・
離
婚
・
死
亡
届
書
を
規
定
す
る
五
五
’
五
八
条
及
び
附
録
第
十
一
’
十
四
号
の
「
ひ
な
形
」
が
人
口
動

態
調
査
・
統
計
の
精
密
化
と
の
関
連
（
同
じ
く
四
章
後
述
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
と
な
る
。

既
に
見
た
通
り
、
こ
の
新
戸
籍
法
は
、
当
初
⑨
案
ま
で
に
は
予
定
さ
れ
て
い
た
内
容
の
多
く
が
、
⑩
案
以
後
、
戸
溌
法
施
行
規
則
に
移

行
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
実
質
的
一
部
と
し
て
同
規
則
の
成
立
状
況
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
戸
籍
法
施
行
規
則
は
、
⑩
案
成
立
の
九
月

九
日
ｌ
制
定
の
一
二
月
二
九
日
ま
で
の
段
階
で
は
、
そ
の
草
案
等
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
当
時
の
民
事
二
課
長
青
木
が
、
「
戸
籍

委
員
会
」
を
通
し
て
、
施
行
規
則
の
内
容
に
つ
い
て
戸
籍
実
務
関
係
者
か
ら
意
見
を
募
っ
て
お
り
、
案
作
成
の
進
行
が
推
測
さ
れ
る
の
み

（
旧
）

で
あ
る
。
ま
た
、
一
Ｐ
繍
法
⑪
案
が
一
一
月
一
一
一
一
日
に
Ｇ
Ｓ
の
「
ア
プ
ル
ー
ブ
」
を
得
て
以
後
、
同
規
則
制
定
前
に
改
め
て
Ｇ
Ｓ
や
Ｐ
Ｈ
Ｗ

と
規
則
の
内
容
に
つ
い
て
折
衝
・
会
談
を
行
っ
た
形
跡
は
全
く
な
く
、
そ
れ
ま
で
に
折
衝
し
た
結
果
に
二
応
！
）
埜
づ
き
、
司
法
省
が

単
独
で
制
定
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
．
応
」
と
い
う
の
は
、
第
四
章
で
見
る
「
戸
籍
筆
頭
者
」
と
の
関
係
で
、
意
味
を
持

－つ

､-９ 

（
伽
）
以
下
の
改
正
過
隙
に
つ
い
て
は
、
文
献
上
「
戸
鮒
法
／
座
談
会
Ｉ
及
び
Ⅱ
」
（
主
に
汀
木
の
発
言
）
が
唯
一
詳
細
継
純
を
叙
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
自
身
が
自
分
の
発
言
に
つ
い
て
、
「
私
は
当
時
の
資
料
を
全
く
失
っ
て
し
ま
っ
て
、
た
だ
手
帳
だ
け
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
け

ど
、
そ
の
手
帳
と
い
っ
て
も
日
記
で
は
な
く
た
だ
予
定
を
普
く
だ
け
だ
か
ら
。
（
笑
）
あ
ま
り
参
考
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
便
り
に
記
憶
を
よ
み
が
え

ら
せ
て
お
話
し
し
て
み
た
い
」
、
と
言
う
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ｉ
」
四
四
頁
）
た
め
、
明
白
に
手
帳
を
参
照
し
て
の
発
言
の
正
確
性
に
は
一
定
の
翻
保
を
付
さ

法
学
志
休
第
一
○
四
巻
第
二
号

ニ

プ《
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（
“
）
既
に
前
章
・
第
三
節
・
第
一
欲
と
輔
二
執
で
見
た
よ
う
に
、
四
六
年
八
月
一
六
日
に
一
Ⅲ
一
尺
法
改
正
要
綱
案
上
、
「
家
」
制
度
廃
止
方
針
が
安
定
し
、
そ

の
後
九
月
一
一
日
の
「
入
江
発
言
」
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
方
針
を
維
持
Ⅲ
来
た
こ
と
か
ら
、
起
革
委
且
会
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
「
家
」
制
度
廃
止
方
針
は
淡

定
化
の
庇
を
商
め
、
戸
砺
法
も
こ
の
雅
水
的
方
針
に
添
っ
て
条
文
化
作
難
を
始
め
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
本
章
注
佃
・
柳
・
相
も
参
照
。

（
“
）
四
六
年
一
一
月
三
日
の
公
布
段
階
で
、
翌
四
七
年
五
月
三
日
施
行
と
決
定
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
九
月
で
も
、
お
お
よ
そ
の
時
期
は
予
想
さ
れ
、

そ
れ
ま
で
の
改
正
法
制
定
を
予
定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
碗
）
こ
の
方
針
を
遮
準
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
方
針
確
立
に
先
行
し
た
川
島
の
考
案
す
る
「
カ
ー
ド
式
」
等
は
、
青
木
に
と
っ
て
は
「
思
い
つ
き
」
、
乃
至
青

木
が
後
で
言
う
と
こ
ろ
（
後
述
）
の
、
一
般
国
民
意
識
と
遊
離
し
た
机
上
識
論
に
よ
る
過
度
の
改
正
、
の
顛
と
見
え
た
で
あ
ろ
う
と
雌
測
さ
れ
る
。

（
“
）
砿
か
に
一
部
の
国
民
に
の
み
面
接
関
係
す
る
（
例
え
ば
漣
子
）
制
度
の
改
変
と
比
し
て
、
戸
箙
制
度
改
変
の
形
秤
の
度
合
い
は
賂
段
に
岡
か
ろ
う
。

（
㈹
）
以
上
の
（
２
）
は
、
。
ｎ
研
』
が
戸
嚇
実
務
家
向
け
の
雑
誌
で
あ
る
こ
と
を
過
度
に
意
識
し
た
発
言
で
は
な
く
、
純
粋
に
当
時
の
淡
任
者
と
し
て
の
背
木

の
水
音
で
あ
ろ
う
。
青
木
は
更
に
、
Ⅱ
三
九
頁
で
、
〔
こ
う
し
て
控
え
目
に
］
当
時
行
っ
た
改
正
で
も
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク
を
一
般
に
与
え
た
の
で
あ
る
、
と
言

う
。
た
だ
、
尤
も
そ
の
後
国
民
の
法
惑
悩
が
変
わ
れ
ば
、
別
の
角
度
か
ら
改
正
を
考
え
る
必
要
は
あ
ろ
う
、
と
も
付
リ
加
え
て
い
る
。

（
、
）
後
掲
の
通
り
、
一
次
史
料
未
確
認
は
国
会
提
肥
前
の
十
二
草
案
中
、
虚
嬰
眺
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
三
乃
至
四
、
即
ち
（
ａ
）
（
ｂ
）
の
第
１
．
２
次
鮮

耶
聴
衆
と
、
「
戸
廠
法
／
座
談
会
」
「
戸
爾
法
立
法
史
料
」
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
法
務
省
の
解
説
者
が
亜
嬰
性
の
極
的
て
低
い
と
判
断
し
た
筋
２
〔
後

旧
②
参
照
、
（
、
）
（
ｂ
）
の
い
ず
れ
か
と
菰
複
の
可
能
性
商
い
］
・
８
次
草
衆
で
あ
る
。
後
拙
⑧
｜
所
で
述
べ
る
通
り
、
「
解
説
者
」
の
窓
愈
・
誤
謬
に
因
る
除
外

の
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
一
応
菰
嬰
仙
が
低
い
と
仮
定
し
て
、
改
正
過
程
の
全
体
を
論
ぜ
ざ
る
を
御
な
い
。

尚
、
十
二
草
案
に
は
救
え
な
か
っ
た
我
斐
文
謝
中
の
部
分
的
草
案
（
分
繍
ｌ
こ
れ
は
後
に
引
用
す
る
ｌ
や
、
国
滞
に
側
す
る
も
ｇ
が
参
照
可
能
で
あ
る
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
爾
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
田
）

二
七

面
）
孜
斐
文
併
の
戸
廠
法
草
案
の
幾
つ
か
に
は
、
枇
斐
に
よ
る
手
耕
さ
榔
さ
込
み
が
蚊
多
く
あ
り
、
起
草
過
概
へ
の
我
泌
の
倣
極
的
・
内
容
規
定
的
な
参
画
を

醜
わ
せ
る
。
今
後
淋
細
分
脈
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
木
脇
で
は
判
愛
す
る
。

（
㈹
）
「
戸
附
法
／
雌
談
会
」
全
般
に
よ
る
。
も
っ
と
も
出
廠
者
が
民
叩
二
熟
主
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
我
川
引
水
の
談
話
で
あ
る
可
能
性
は
あ
り
、
『
経
過
』
に
四

六
年
九
月
以
後
の
戸
爾
法
改
正
過
程
の
詳
細
が
護
ら
れ
て
い
な
い
た
め
史
料
上
の
バ
ラ
ン
ス
も
取
り
に
く
く
、
こ
の
点
は
一
定
の
留
保
は
必
要
で
あ
る
ｃ

（
Ｍ
）
堀
内
信
之
肋
、
当
時
東
京
民
事
地
方
裁
判
所
上
席
部
長
、
『
綴
過
」
六
頁
。
か
つ
民
法
改
正
要
綱
七
月
二
○
日
鯨
事
業
作
成
で
は
、
Ｂ
班
の
「
幡
姻
」
を

米
価
と
共
同
担
当
、
『
経
過
』
六
、
二
一
六
頁
。

ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
、
本
座
談
会
に
際
し
特
に
民
事
二
譲
が
川
意
し
た
自
二
】
の
【
二
一
ｃ
な
資
料
を
青
木
が
参
照
し
て
の
発
言
は
信
懇
性
は
よ
り
高
い
と
考
え

て
良
か
ろ
う
。
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（
泥
）
前
紀
川
巾
発
言
と
、
「
綱
介
」
の
こ
の
叙
述
の
一
致
か
ら
し
て
も
、
「
紹
介
」
執
飛
者
は
川
巾
、
と
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
（
注
、
参
照
）
。

法
些
韮
心
休
第
一
○
四
巻
第
二
号

二
八

（
Ⅶ
）
「
細
介
」
に
は
執
飛
者
名
は
な
く
、
ま
た
特
定
も
出
来
な
い
。
そ
の
譜
訓
・
内
容
か
ら
し
て
戦
後
の
改
正
に
直
接
関
わ
っ
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。
『
戸

締
』
誌
の
同
じ
「
立
法
溢
料
」
シ
リ
ー
ズ
の
Ⅲ
で
あ
る
「
戸
廠
法
／
会
談
録
」
の
「
綱
介
」
を
、
公
斐
当
時
二
九
八
二
年
）
の
民
聯
第
二
諏
腿
川
小
康
久
が

緋
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
川
中
か
と
鵬
測
さ
れ
る
が
、
同
諏
の
別
の
背
に
よ
る
原
刷
を
川
巾
が
チ
ェ
ッ
ク
し
た
可
能
雑
報
も
あ
ろ
う
。
（
後
注
而
も
参
照
。
）

（
犯
）
「
第
Ｘ
次
草
案
」
の
命
名
は
加
川
に
よ
る
が
、
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
成
立
年
月
川
に
よ
り
草
案
に
意
及
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
前
後
の
順
序
が
分
か
り
に
く
く
、
煩
雅
で
も
あ
る
た
め
、
①
ｌ
⑩
の
故
字
を
付
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
こ
の
「
１
１
Ⅲ
次
案
」
以
外
の
軟
案
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
民
法
改
正
輔
Ｘ
次
箪
案
」
（
「
経
過
』
に
拠
る
）
の

命
名
と
同
じ
く
、
改
正
過
程
中
に
既
に
「
Ｘ
次
案
」
の
譜
や
概
念
が
Ⅲ
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
は
銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
更
に
、
本
章
・

第
一
節
で
肌
に
見
た
通
り
、
戸
研
法
政
服
の
「
第
二
の
流
れ
」
に
よ
り
、
①
の
四
六
年
七
月
二
○
日
案
以
前
に
も
、
同
年
六
月
二
六
川
公
布
・
同
七
Ⅱ
一
日
施

行
の
司
法
省
令
を
以
て
「
事
実
上
、
旧
戸
籍
法
の
規
定
を
一
部
修
正
」
し
て
い
る
（
「
戸
濡
法
／
座
談
会
Ｉ
」
三
六
頁
）
わ
け
で
あ
り
、
本
稿
の
「
第
１
次
草

案
」
が
、
戦
後
の
戸
鯖
法
改
正
過
程
中
の
改
正
（
案
）
の
時
系
列
上
最
初
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。

尚
、
草
案
の
性
伍
に
拘
わ
ら
ず
、
時
系
列
上
の
晒
序
を
容
易
に
想
定
す
る
た
め
、
１
１
Ⅲ
迄
通
し
瀦
号
を
付
し
た
が
、
例
外
と
し
て
『
経
過
』
二
○
五
頁
が

本
文
（
ａ
〉
（
ｂ
）
に
掲
げ
る
幹
事
案
を
一
戸
籍
法
改
正
第
１
．
２
次
幹
事
案
」
と
既
に
命
名
し
て
お
り
、
『
経
過
」
を
参
照
す
る
際
に
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

そ
の
ま
ま
「
幹
耶
案
」
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

（
剛
）
「
民
法
調
在
室
」
と
は
、
司
法
櫛
民
珈
局
内
に
設
け
ら
れ
た
、
民
法
改
正
作
業
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
主
価
は
司
法
那
勝
官
で
、
初
代
が
村
上
朝

一
、
一
九
四
六
年
二
月
末
か
ら
小
沢
文
雄
に
替
わ
っ
て
い
る
（
「
経
過
』
一
○
九
頁
）
。

〈
洞
）
本
稿
の
対
蚊
時
期
に
限
る
。
「
戸
簸
委
且
会
議
耶
録
（
一
）
Ｉ
（
一
○
）
」
及
び
本
章
・
第
一
節
参
照
。

（
両
）
今
伎
術
男
、
当
時
法
制
局
事
研
官
、
司
法
法
制
瀞
議
会
（
及
び
同
第
二
小
委
員
会
）
の
委
風
、
臨
時
法
制
刈
在
会
の
幹
耶
（
『
経
過
』
二
○
六
、
二
○
七
、

九
四
頁
参
照
。

及
び
、
鮫
脇
典
列
、
当
時
法
制
局
耶
防
櫛
、
司
法
法
制
瀞
飛
会
（
及
び
同
蛎
二
小
委
ｎ
余
）
・
臨
時
法
制
渕
在
会
の
幹
邪
（
『
緩
過
・
一
二
○
六
、
二
○
九
、
二

二
頁
）
。
尚
、
（
戸
廠
法
に
側
す
る
記
述
は
な
い
が
）
内
側
法
制
局
ｌ
司
法
省
（
こ
こ
で
は
刑
耶
局
）
１
０
Ⅱ
０
（
「
司
令
部
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
６
Ｇ
ｓ

で
あ
ろ
う
か
？
）
の
間
の
関
係
を
惟
蝋
さ
せ
る
椰
諦
と
し
て
、
同
鮫
脇
翼
男
「
解
体
前
の
法
制
局
の
”
椛
威
“
・
“
法
制
局
マ
ン
気
面
”
の
思
い
川
」
内
閣
法
制

局
百
年
史
糊
処
委
、
会
縦
『
統
計
近
代
法
制
の
鮒
跡
ｌ
内
側
法
制
局
の
回
想
Ｉ
」
（
ざ
よ
う
せ
い
、
一
九
八
兀
年
）
八
二
‐
九
四
画
の
内
、
九
二
Ｉ

二

面
～〆

｡ 
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（
帥
）
こ
の
経
緯
は
、
小
沢
文
雄
「
先
生
と
民
法
応
急
措
置
法
」
有
泉
亨
編
集
代
表
「
追
悼
の
我
妻
柴
」
一
粒
社
、
一
九
七
四
年
、
二
四
五
’
一
一
四
八
頁
に
詳
し

い
。
尚
、
同
二
四
七
頁
の
「
起
草
委
員
会
で
の
何
か
の
栃
に
『
妓
高
司
令
部
を
通
り
易
い
よ
う
な
条
文
は
、
あ
と
で
議
会
の
時
説
明
に
苦
労
す
る
よ
』
と
［
我

妾
先
生
が
］
洩
ら
さ
れ
た
お
声
が
耳
に
残
っ
て
い
る
。
」
と
の
小
沢
の
回
想
か
ら
、
狐
斐
が
草
案
起
草
時
に
一
方
で
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
・
他
方
で
保
守
的
な
議
会
を
い
か

に
説
得
す
る
か
を
（
当
然
な
が
ら
）
老
噸
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
く
だ
り
は
、
起
草
委
日
が
、
後
に
草
案
を
瀞
識
す
る
主
体
（
こ
こ
で
は
Ｇ
Ｈ

Ｑ
・
議
会
だ
が
、
こ
れ
に
限
ら
ず
）
か
ら
、
事
前
に
既
に
間
接
的
に
影
欝
を
受
け
て
い
た
こ
と
の
考
察
に
資
す
る
。

（
別
）
国
会
で
成
立
し
た
同
法
の
全
文
は
『
経
過
』
三
五
○
－
三
五
一
頁
。
同
法
草
案
（
複
数
）
及
び
そ
の
英
訳
は
、
我
妻
文
書
に
見
ら
れ
、
ま
た
英
訳
は
Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
文
書
に
も
見
ら
れ
る
（
詳
細
略
）
。

（
皿
）
「
実
務
の
ほ
う
は
［
…
］
ご
ま
か
せ
」
な
い
、
「
仕
方
な
い
」
と
は
具
体
的
に
何
を
脂
す
の
か
、
も
し
「
ご
ま
か
せ
」
な
い
な
ら
、
実
際
支
障
を
来
し
た
は

ず
だ
が
、
そ
れ
は
何
か
。
こ
れ
は
、
Ｇ
Ｓ
と
の
会
談
で
、
四
七
年
八
月
に
オ
プ
ラ
ー
が
戸
鰯
法
改
正
は
急
ぐ
ま
い
、
と
言
う
の
に
対
し
、
「
既
に
「
家
」
が
な

く
な
っ
た
の
に
戸
続
法
の
改
正
が
で
き
て
い
な
い
た
め
、
出
生
、
死
亡
、
鵬
姻
の
届
出
を
受
け
附
け
る
位
で
他
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
お
り
非
常
に
不
便
な
現
状
で

あ
る
」
と
奥
野
局
長
（
テ
ク
ス
ト
の
「
局
」
は
、
前
後
関
係
か
ら
局
長
、
の
意
で
あ
ろ
う
）
が
言
う
（
「
戸
籍
法
／
会
談
録
’
’
四
六
頁
）
状
態
を
指
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
文
に
続
く
引
用
箇
所
で
青
木
は
、
Ｇ
Ｓ
が
政
令
に
よ
る
規
定
を
禁
じ
た
た
め
「
い
よ
い
よ
お
手
上
げ
」
と
言
う
が
、
何
を
指
す
の
か
。

以
上
、
青
木
が
言
う
こ
と
の
根
拠
乃
至
当
時
予
想
さ
れ
た
状
況
を
、
そ
の
後
の
実
際
の
状
況
に
合
わ
せ
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
も
し
、
青
木

発
言
が
感
怖
的
に
過
ぎ
る
と
見
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
青
木
を
こ
の
「
感
椚
」
に
駆
り
立
て
た
の
は
何
か
。
「
実
務
」
に
（
の
み
）
こ
だ
わ
る
民
耶
二
課
の
特
性

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
特
性
」
は
四
章
で
詳
述
す
る
、
司
法
省
の
「
家
」
類
似
制
度
に
対
す
る
改
正
方
針
と
の
関
巡
が
あ
る
が
、
詳
細
な
考
察
は
判
愛
す
る
。

（
田
）
ま
た
そ
の
政
令
案
文
聾
「
資
料
」
（
未
公
表
・
未
見
）
も
一
九
八
二
年
の
時
点
で
残
存
し
て
い
る
（
戸
薪
法
／
座
談
会
－
」
四
六
頁
、
田
中
・
青
木
発
言
）
。

（
別
）
そ
の
後
、
戸
籍
法
改
正
草
案
の
か
な
り
の
部
分
を
政
令
に
移
項
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
・
ｂ
Ｇ
Ｓ
で
は
慎
重
に
、
ケ
イ
デ
ィ
ス
次
長
に
わ
ざ
わ
ざ

相
談
し
て
い
る
。
本
稿
第
四
章
・
第
二
節
．
（
２
）
参
照
ｃ

（
閲
）
以
上
の
経
線
に
つ
い
て
、
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
側
の
史
料
に
は
（
Ｃ
ｓ
は
無
論
、
Ｃ
ｌ
＆
Ｅ
／
Ｐ
Ｈ
Ｗ
も
）
管
見
の
限
り
で
は
特
に
記
録
は
見
あ
た
ら
な
い
。

（
師
）
そ
の
全
文
は
、
前
掲
注
６
『
新
人
耶
法
総
髄
法
規
編
２
』
八
一
五
’
八
二
一
頁
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
Ⅲ
）

二
九

（
四
注
別
参
照
。

（
汀
）
青
木
が
「
リ
ー
ガ
ル
・
セ
ク
シ
ョ
ン
」
に
届
け
た
、
と
い
う
の
は
Ｇ
ｓ
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
ｓ
の
一
部
が
Ｆ
の
恩
一
切
の
８
．
コ
（
Ｌ
Ｓ
）
と
し
て
Ｃ
ｓ
か
ら

独
立
す
る
の
は
、
一
九
四
八
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
（
第
二
章
の
注
沁
参
照
。
）

両
）
「
民
印
」
と
は
、
民
耶
局
の
正
式
悲
類
で
あ
る
旨
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
未
確
認
。
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（
肌
）
Ｇ
Ｓ
、
就
中
オ
プ
ラ
ー
の
本
法
案
改
正
に
か
け
る
熱
意
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
尚
、
こ
の
事
情
に
つ
い
て
こ
の
時
期
の
前
後
の
「
戸
籍
委
員

会
議
事
録
（
七
・
八
）
」
に
は
記
述
は
な
い
た
め
、
Ｐ
Ｈ
Ｗ
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
か
否
か
の
確
認
は
出
来
な
い
）
。

（
腕
）
オ
プ
ラ
ー
出
席
の
節
旧
回
以
外
に
、
例
え
ば
、
第
旧
回
、
一
一
Ⅱ
六
日
の
、
自
由
閲
髄
・
公
側
原
則
に
側
す
る
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
発
言
、
「
然
し
Ｃ
ｓ
も
Ｐ

Ⅱ
Ｗ
も
矢
張
こ
れ
に
反
対
で
あ
る
。
」
（
「
戸
籍
法
／
会
談
録
」
同
五
四
頁
）

死
）
我
妻
文
書
の
分
類
・
整
理
上
、
「
（
最
終
案
）
」
と
東
京
大
学
の
整
理
者
が
後
に
付
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、
実
際
に
最
終
案
か
否
か
と
は
関
係
が
な
か
ろ
う
。

（
川
）
：
四
一
』
さ
『
シ
ョ
の
コ
ロ
ョ
の
。
［
庁
・
ｓ
Ｃ
司
僅
【
己
辱
勾
の
召
②
可
貫
一
○
コ
Ｅ
三
・
・
・
口
Ｃ
浜
口
。
．
』
台
『
》
句
。
｜
Ｑ
の
『
（
｝
【
」
Ｃ
へ
ロ
仁
【
二
ヶ
の
、
（
』
『
）
霞
ヨ
ー
一
望
幻
Ｃ
的
一
印
〔
圏
〔
Ｓ
ｐ

Ｆ
ｍ
員
勺
〔
勿
一
の
］
’
○
日
・
』
農
②
．
ｇ
の
の
庁
冒
・
陰
の
１
９
】
ｇ
Ｉ
ｇ
」
ｇ
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
は
英
文
タ
イ
プ
打
ち
だ
が
、
冒
頭
頁
の
右
上
に
、
手
書
き
で

：
←
し
仁
ね
亀
．
．
す
ぐ
そ
の
下
に
：
、
鈩
侭
』
程
『
．
．
と
記
赦
が
あ
る
。
内
容
的
に
も
⑨
草
案
と
一
致
す
る
。

（
腿
）
少
な
く
と
も
、
内
容
へ
の
関
与
を
示
す
史
料
は
な
い
つ
も
っ
と
も
、
川
七
年
一
一
月
上
旬
の
Ｇ
Ｓ
と
Ｐ
Ⅲ
Ｗ
間
の
戸
瀦
法
改
正
に
関
わ
る
会
談
の
日
程
調

整
等
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
一
次
史
料
は
あ
る
（
後
述
）
ｃ

（
肥
）
し
§
貝
］
・
巨
・
８
”
三
一
○
【
．
。
。
…
図
且
Ｐ
圏
６
－
弓
国
。
。
ｂ
妙
彼
の
弁
誕
士
と
し
て
の
経
歴
〈
ま
た
オ
ブ
ラ
ー
に
よ
る
そ
の
資
衝
の
評
価
’
四
章

で
後
述
）
に
つ
い
て
鑑
し
当
た
り
○
℃
□
」
の
『
卜
凋
貝
月
ご
目
・
ｂ
ｂ
・
ｇ
ｌ
Ｓ
（
和
訳
オ
プ
ラ
ー
『
法
制
改
革
』
六
○
面
）
参
照
⑪
ゾ
レ
イ
ク
モ
ァ
と
同
じ
所
属
、

オ
プ
ラ
ー
は
こ
の
目
ぐ
厨
曰
○
コ
（
課
）
の
長
で
あ
る
。
な
お
、
「
｜
Ｐ
籍
法
／
会
談
録
」
「
戸
籍
法
立
法
資
料
Ｉ
Ⅱ
」
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ｉ
Ⅱ
」
の
文
献
で
は
、
マ

コ
ー
ミ
ッ
ク
の
名
前
は
「
マ
ヅ
コ
ー
、
、
、
ツ
ク
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
直
接
引
用
に
お
い
て
も
「
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
」
と
し
た
こ
と
を
こ
こ

（
卯
）
前
者
の
「
紹
介
」
四
二
頁
で
は
「
七
月
三
○
日
頃
確
定
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
四
三
頁
で
は
（
「
昭
和
二
十
三
年
」
と
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
二
十

二
」
の
誤
り
）
「
七
Ⅲ
三
十
日
」
と
冊
保
無
し
に
記
載
し
て
い
る
。
後
者
の
青
木
の
言
か
ら
し
て
も
一
応
こ
こ
で
は
四
七
年
七
月
三
○
日
に
成
立
し
た
と
考
え

（
肥
）
水
拙
稿
「
付
風
資
料
３
」
・
史
料
（
柵
）
の
注
も
参
照
。
法
学
志
休
・
両
一
巻
第
四
号
、
一
三
五
’
一
三
六
頁
。

（
的
）
「
引
取
人
籍
」
と
は
、
親
が
未
成
年
の
子
を
引
取
っ
て
自
己
と
同
一
の
氏
を
称
せ
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｇ
Ｓ
は
こ
れ
に
強
く
反
対
し
、
司
法

省
自
身
が
別
案
を
提
示
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
こ
れ
を
排
除
し
、
現
行
民
法
七
九
一
条
と
な
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
き
差
し
当
た
り
「
経
過
』
一
八
二
’
一
Ⅱ

〆戸、

ｌｕＵ 
る
こと

で
断
っ
て
お
く
。

四
面
を
参
照
。

て
支
障
あ
る
ま
い
・

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

三
○

こ
の
頃
、
青
木
は
戸
籍
法
及
び
戸
籍
制
度
実
務
所
轄
の
司
法
省
民
事
局
第
二
課
長
に
任
官
し
て
い
る
Ｃ
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
一
一
二
頁
、
青
木
発
言
に
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（
皿
）
順
に
、
第
一

〔
同
四
一
二
頁
］
。

（
川
）
順
に
、
第
一
回
国
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
議
録
第
五
十
七
号
製
本
版
四
六
七
’
四
七
四
頁
、
同
第
五
十
九
号
同
四
八
七
－
四
九
○
頁
。

（
Ⅲ
）
鰯
一
回
図
会
衆
議
院
会
議
録
輔
六
十
七
号
八
六
五
’
八
六
六
瓦
。

（
皿
）
順
に
、
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
議
録
第
四
十
二
号
二
’
八
頁
〔
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
四
○
二
’
四
○
五
頁
］
、
同
第
四
十
五
号
二
’
三
頁

（
肥
）
「
戸
箭
法
／
座
談
会
Ⅱ
」
に
は
、
こ
の
草
案
に
つ
い
て
の
青
木
の
コ
メ
ン
ト
に
従
う
次
の
田
中
発
言
が
あ
る
。
「
［
⑨
案
］
の
あ
と
に
、
日
付
は
入
っ
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
般
終
案
と
メ
モ
が
撒
い
て
あ
る
案
で
す
け
ど
、
そ
う
す
る
と
九
月
九
日
ぐ
ら
い
の
案
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
［
…
］
。
〔
…
］
現
行

法
と
条
文
数
は
同
じ
な
ん
で
す
が
、
若
干
用
語
が
違
い
ま
す
の
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
再
開
し
た
と
き
の
案
が
こ
の
案
で
は
な
い
か
［
・
・
・
］
」
（
「
戸
籍
法
／
座
談
会
Ⅲ
」

三
三
’
三
四
頁
）
し
か
し
、
「
戸
蕊
法
立
法
溢
料
」
は
こ
の
川
巾
の
指
す
案
を
公
表
し
て
い
な
い
。

（
卯
）
「
去
る
十
八
日
内
閣
か
ら
提
出
し
た
議
案
は
つ
ぎ
の
遮
り
で
あ
る
。
［
改
行
］
戸
籔
法
を
改
正
す
る
法
律
案

［
…
］
」
、
第
一
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
六
十
号
、
製
本
し
た
版
の
七
七
五
頁
。

更
に
「
（
内
側
提
出
）
戸
薪
法
を
改
正
す
る
法
律
案
本
日
［
一
九
日
］
司
法
委
員
会
に
付
託
」
［
の
み
］
、
第
一
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
六
十
号
、
製
本

駈
噸
の
飛
跡
）
竺

伽
川
は
未
検
討
。

（
肥
）
「
戸
箭
法
／

り
ま
せ
ん
が
、
、

６
参
照
）

（
ｗ
）
こ
』

（
川
）
鋪
一
回
国
会
参
議
院
会
議
録
第
六
十
二
号
製
木
版
一
○
三
九
頁
。

（
Ⅲ
）
第
一
回
図
会
衆
議
院
会
議
録
第
七
十
五
号
、
製
本
し
た
版
の
一
二
三
頁
。
尚
、
『
経
過
』
一
九
六
頁
に
、
改
正
民
法
案
が
図
会
を
股
終
的
に
逝
過
し
た

前
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
中
川
曰
く
、
「
あ
れ
は
石
炭
国
菅
案
が
衆
議
院
に
出
て
い
た
と
き
で
し
た
ね
。
会
期
は
諮
っ
て
く
る
し
、
石
炭
国
管
案
で
は
議
会
が

大
混
乱
に
な
っ
て
い
る
し
、
面
倒
な
民
法
な
ん
か
は
だ
め
に
な
る
の
じ
や
な
い
か
と
心
配
し
ま
し
た
よ
。
両
院
協
議
会
も
附
か
れ
そ
う
も
な
い
し
、
ど
う
な
る

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
蒲
法
改
正
過
程
（
七
）
（
和
田
）

一一一一

釦
）
こ
れ
が
⑩
箪
案
だ
が
、
英
文
を
（
も
？
）
届
け
た
と
す
れ
ば
、
倉
、
三
〔
。
、
シ
ョ
の
ａ
己
８
（
い
【
○
岳
の
圃
目
一
一
）
力
の
ｍ
一
切
（
３
［
一
○
コ
Ｅ
君
．
．
（
、
Ｃ
〆
【
）
○
・
哀
。
・
同
。
｝
，

ロ
関
二
二
の
ヘ
コ
巨
日
ど
の
『
“
（
。
）
句
：
】
一
一
》
・
幻
Ｃ
ｍ
－
⑫
［
『
目
。
ｐ
肝
：
・
・
や
［
の
】
。
］
’
○
。
【
．
ご
色
・
の
旨
の
【
ｚ
『
・
卯
屈
Ｉ
農
］
⑭
『
１
９
』
②
『
）
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
撫
も

英
文
タ
イ
プ
打
ち
だ
が
、
冒
頭
頁
の
右
上
に
、
手
響
き
で
属
や
②
８
台
．
．
と
紀
峨
が
あ
る
（
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
瞥
名
が
あ
る
他
文
徹
の
飛
跡
か
ら
判
断
す
る
に
、

こ
れ
も
彼
の
飛
跡
と
思
わ
れ
る
）
。
内
容
的
に
も
⑩
｜
草
案
と
一
致
す
る
。
筑
胤
案
巾
に
（
⑨
草
案
の
英
十
悉
収
よ
り
は
少
な
い
が
）
あ
る
限
肛
の
加
荻
修
正
（
複
数

駈
噸
の
飛
跡
）
が
あ
る
が
、
マ
コ
ー
ミ
ソ
ク
の
署
名
が
あ
る
他
文
諜
の
錐
跡
か
ら
判
断
す
る
に
、
こ
の
多
く
も
彼
の
諏
跡
と
思
わ
れ
る
。
川
兼
修
正
の
詳
細
は

し
土
版
の
七
六
七
頁
。

因
み
に
こ
の
草
案
自
体
に
は
「
最
終
案
」
と
は
記
峨
が
な
く
、
冒
頭
に
我
妻
自
身
と
思
わ
れ
る
兼
跡
で
「
般
終
案
の
匝
前
案
」
の
替
さ
込
み
が
あ
る
。
（
次
注

Hosei University Repository



凧
）
「
戸
聯
委
瓜
会
議
邨
録
（
八
）
．
（
九
）
」
川
』

御
手
許
に
配
布
し
た
戸
簸
法
施
行
規
川
は
、
私
ｗ

（
第
四
章
・
節
一
節
・
第
一
款
（
４
）
６
参
照
。
）

（
伽
）
そ
の
附
胴
の
「
ひ
な
形
」
嫌
式
も
含
む
全
一

め
た
り
、
大
騒
ぎ
し
た
と
き
で
す
よ
。
そ
の

暁
で
の
］
両
可
決
を
や
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
」

か
ら
、
耶
附
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一一一一－

こ
と
か
と
思
っ
て
い
た
［
…
］
。
何
分
に
も
あ
の
と
き
の
衆
鍍
院
の
迎
中
は
民
法
な
ん
か
問
題
に
し
て
い
な
い
よ
う
な
勢
で
し
た
か
ら
ね
。
議
場
の
時
計
を
止

め
た
り
、
大
騒
ぎ
し
た
と
き
で
す
よ
。
そ
の
股
後
の
佃
か
［
和
Ⅲ
注
こ
ち
ら
が
正
し
い
］
、
雌
後
の
前
の
日
か
に
民
法
の
〔
参
議
院
で
の
修
正
後
の
、
衆
議

院
で
の
］
両
可
決
を
や
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
」
戸
耐
法
が
や
は
り
衆
議
院
の
両
搬
決
（
参
鍍
院
の
修
正
承
羅
）
を
経
て
成
立
し
た
の
は
、
民
法
と
同
日
で
あ
る

嫌
式
も
含
む
全
文
は
、
官
報
川
Ⅲ
二
十
二
年
一
二
月
二
九
日
（
号
外
）
一
’
二
五
頁
。

川
、
に
（
八
）
が
二
六
’
二
七
画
、
（
九
）
が
三
二
画
、
四
三
－
四
六
面
。
後
者
の
三
二
頁
に
は
刊
木
が
Ｚ
Ｔ
も

私
個
人
の
試
案
」
と
言
う
も
の
に
言
及
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
こ
の
議
琳
録
で
若
干
が
艇
い
知
れ
る
の
み
で
あ
る
。
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